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２　会長あいさつ 

 

 

３　説明事項 

　第３回いなべ市行政改革推進委員会の主なご意見 

 

 

４　審議事項 

（１）第３次いなべ市行政改革アクションプラン・・・資料１　資料２ 

　（２）公共施設等総合管理計画の現状と課題・・・資料３ 

 

５　次回の会議について 
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第３次いなべ市行政改革の推進に係るスケジュール 

 場所　シビックコア棟　14：00～16：00

 No 日程 内　　　　　容
 

１
R7/4/16～ 

5/2

〇第３次いなべ市行政改革アクションプランの策定 

　・実施項目、目的、取組概要、実施内容と時期、評価指標の審議
 

２

R7/5/9 

 

第４回 

行政改革 

推進委員会

第７回総合計画審議会と同時開催 

〇第３次いなべ市総合計画の策定について 

　・行政改革アクションプラン 

　・推進委員会と幹事会 

　・部会名簿 

〇スケジュール及び役割分担
 

３
R7/5/12～ 

6/30

〇第３次いなべ市行政改革アクションプランの策定 

　・実施項目、目的、取組概要、実施内容と時期、評価指標
 

４

R7/5/23 

 

第５回 

行政改革 

推進委員会

〇第３次いなべ市行政改革アクションプランの策定 

　・実施項目、目的、取組概要、実施内容と時期、評価指標の審議 

〇いなべ市行政改革の推進について 

・公共施設等総合管理計画の現状と課題

 
５

R7/6/2～ 

6/30

第３次いなべ市行政改革アクションプラン等の成果指標の確認委託 
（公認会計士）

 

６

R7/7/25 

 

第６回 

行政改革 

推進委員会

〇第３次いなべ市行政改革アクションプランの策定 

　・実施項目、目的、取組概要、実施内容と時期、評価指標の審議 

〇いなべ市行政改革の推進について 

・公共施設等総合管理計画の現状と課題 

・働き方改革・業務改善に係る現状と課題
 

７

R7/8/22 

 

第７回 

行政改革 

推進委員会

〇第３次いなべ市行政改革アクションプランの策定 

　・実施項目、目的、取組概要、実施内容と時期、評価指標の審議 

〇いなべ市行政改革の推進について 

・公共施設等総合管理計画の現状と課題 

・働き方改革・業務改善に係る現状と課題
 

８

R7/10/24 

 

第８回 

行政改革 

推進委員会

予備日 

〇第３次いなべ市行政改革アクションプランの策定 

　・実施項目、目的、取組概要、実施内容と時期、評価指標の審議 

〇いなべ市行政改革の推進について 

・公共施設等総合管理計画の現状と課題 

・働き方改革・業務改善に係る現状と課題
 

９

R7/11/7 

 

第９回 

行政改革 

推進委員会

第９回総合計画審議会と同時開催 

 

〇　第３次いなべ市総合計画（案）の審議

 

10
R7/11/14～ 

　　12/13

〇パブリックコメント

 

11

R8/1/16 

 

第10回 

行政改革 

推進委員会

第10回総合計画審議会と同時開催 

 

〇パブリックコメント（回答案） 

〇第３次いなべ市総合計画（答申）

当日資料２



 
当日資料３ 

第３次いなべ市行政改革大綱：第 3 回いなべ市行政改革推進委員会の主なご意見 

インフラにつ

いて 

１ 公共施設の老朽化について、50 年から 60 年くらい経過している

建物もあるので、維持していくにもコストがかかることに加え、危険

も伴うので委員会で漏れなく検討していく必要がある。 

２ 老朽化している施設の数がかなり多く、手を付けられていないと

いう問題に対して、補助金等がある場合は、その機会をうまく活用し

て整理していく必要がある。 

３ 施設以外に、水道管の老朽化により道路に穴が開くなどのインフ

ラの問題等もあり、全国的にも不安が広がっており、その調査や対応

についても検討していく必要がある。 

情報収集・情報

発信について 

１ 情報発信も大事であるが、一方で、行政に必要な情報をどう集める

かという情報収集についても重要であり、質の高い情報収集能力が

必要である。 

２ 国や県との連携の中で新しい情報が入ってきたときに、庁内で共

有できる体制づくりがあり、その中で必要な情報を発信するという

ように、情報収集・共有といった側面を考えて情報発信をする必要が

ある。 

３ いなべの魅力発信が大事 

４ 若い世代に地元に戻ってきてもらうためにも、魅力ある地域づく

りを若い世代にも発信する必要がある。 

公民連携、職員

力の向上 

１ 地域活性化起業人などの外部人材を活用して、民間の効率的・効果

的なノウハウを吸収できるような環境づくりを行うとともに、職員

の研修を重ねながら、職員力の向上につなげていくことが大事。 

２ 職員採用の問題も含めて、地元の企業と連携していくことが大事。 

３ 公民連携について、民間の企業だけではなく、市民の力であったり

各種団体の力を活性化していきながら連携していく努力が必要（PFI

や PPP を積極的に活用している近隣市町を参考に）。 

4 地域の中で民間企業の方々と一緒に研修していくことも重要 

定住、その他 １ いなべ市出身で大学進学を機に、いなべを離れる人が多く、その人

たちをどうやっていなべ市に戻すのかということが大きな課題であ

り、議論の必要がある。 

２ 通勤で通っている若い人たちが夜も過ごせる場所なども含めて、

地元の企業の方々と連携していくことが必要である。 

３ 南側にデンソー、北側にトヨタ車体、西側にトヨタ合成、その真ん

中に市役所、消防署、警察署とネットワークを繋ぐことで、有事の際

に避難所や橋の状況など、いろいろな情報共有が一斉にできるよう

なネットワーク体制の構築の検討をしましょう。 

 



1 企画部 4  多様な働き方の実現 政策課 P3

全12項目中6項目 5  ＲＰＡ、ＢＰＲの推進 政策課、情報課 P6

議会事務局 7  デジタル技術を活用した効果的・効率的な内部事務の推進 議事課、庶務課、政策課、 P7

7  デジタル技術を活用した効果的・効率的な内部事務の推進 情報課 P8

7  デジタル技術を活用した効果的・効率的な内部事務の推進 法務課 P9

21  行政手続のオンライン化の拡充 情報課 P17

市民部 22  ICTの活用等による窓口機能の利便性の向上 情報課、市民課 P18

23  公民連携（ＰＰＰ／ＰＦＩ）事業の推進 政策課 P19

2 総務部 1  職員の育成による市民サービスの向上 職員課 P1

全13項目中6項目 2  組織横断的な交流・連携による組織の対応力向上 職員課 P2

4  多様な働き方の実現 職員課 P4

4  多様な働き方の実現 業務課 P5

10  公用車の適正化 管財課 P10

15  徴収率の維持・向上 納税課 P11

17 市有財産の有効活用・処分 管財課 Ｐ15

3 市民部 15  徴収率の維持・向上 保険年金課 P12

全2項目中2項目

4 福祉部 15  徴収率の維持・向上 介護保険課 P13

全1項目中1項目

5 農林商工部 18 寄附金制度の有効活用 商工観光課 Ｐ16

全1項目中1項目

6 水道部 15  徴収率の維持・向上 水道総務課 P14

全1項目中1項目

行政改革アクションプラン　実施項目の説明順（5/23）

※徴収率の維持・向上の説明に当たっては、納税課の内容とほぼ同じ内容とした上で、直近５年間の収納率や差押
　等の活動状況の補足説明をお願いします。
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・令和 3（2021）年 3 月末時点の公有財産調書と令和 3

（2021）年度に実施した施設所管部門への施設調査結

果より作成しています。 

・特に断りがない場合、「市民一人当たり」等の表現は、

「令和 2（2020）年の国勢調査」の人口を分母としてい

ます。 

・調査時点以降の施設の増減等を加味していないため、現

時点の建築年度や延床面積の数値と一致しない場合が

あります。 

・端数処理等の関係上、表中に記載の個別数値の合算値と

合計欄の数値が一致しない場合があります。



１

公共施設等総合管理計画について 

（１）策定趣旨 
わが国では、高度経済成長期に多くの公共施設・インフラ施設（以下、「公共施設等」とい

う。）が整備され、その老朽化対策が大きな課題となっています。また、地方自治体は厳しい財政

状況が続く中で、今後の人口動態の変化に伴う公共施設等の利用需要の変化に対応していくことが

求められています。 

以上の背景を踏まえ、総務省は平成26（2014）年4月22日、全国の地方公共団体に対し、公共施

設等の総合的かつ計画的な管理を推進するため「公共施設等総合管理計画」の策定に取り組むよう

要請を行いました。同計画では、各地方公共団体が保有する公共施設等を、長期的な視点により適

切な維持管理や計画的な更新また長寿命化等を行い、将来の財政負担の軽減や平準化を図るための

基本的な方針を示すことが求められています。 

本市においては、人口減少や少子高齢化の進行や財政規模の縮小が想定されている中で、公共施

設等の老朽化に伴う更新需要に対応し、将来にわたって持続可能な行政サービスが展開できるよう

基本的な方針を示すため本計画を策定します。 

 

図表１　公共施設等総合管理計画の体系※1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）計画の位置づけ 
本市では、これまでに「いなべ市公共施設統廃合に関する答申」（平成 21 年 9 月）に基づき、合

併により保有することとなった複数の重複・類似する公共建築物の統廃合に向けた取組を行ってき

ました。また、インフラ施設については、橋梁、上水道、下水道の各類型において長寿命化に向けた

修繕計画等の個別計画を立案してきました。 

※1　各類型ごとの個別計画（再編計画、長寿命化計画等）は、国の行動計画及び本計画を参考に、それぞれ

の省庁から全国の地方自治体に策定するよう要請があります。
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２

本計画では、各類型ごとの答申や個別計画の方針等の考え方を整理し、今後の財政状況や人口動

態を踏まえ、本市の公共施設等全体を適切に維持管理、更新していくための基本的な方針を策定し

ています。 

本計画の策定後には、策定済の個別計画に基づく各種事業の推進とともに、個別計画が未策定の

分野は計画を策定し、今ある公共施設等を将来のいなべ市民に継承していくための取組を実施して

いきます。 

 

図表２　本計画と国の施策、既存計画との関係 

 

 

（３）計画期間 
公共施設等のあり方については、今後数十年の人口動態や財政状況等を見据えて検討する必要が

あること、30 年後から想定されているインフラ施設の更新ピークまでに対策を図る必要があること

等を考慮し、計画期間は平成 28（2016）年度から令和 27（2045）年度までの 30 年間とします※2。 

なお、今後の社会経済情勢の変化や本市の財政状況等を踏まえた見直しが必要であることから、

平成 28（2016）年度よりスタートした第 2次いなべ市総合計画にあわせて、本計画に掲げる方針等

を令和 3（2021）年度に見直しをしています。今後も 10 年ごとに見直しを図っていくものとします。 

※2　総務省の公共施設等総合管理計画の策定要請に関する通知では、計画期間を 10 年以上とすることが求

められています。
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（４）対象となる公共施設等について 
本計画の対象は、本市が保有する資産のうち、普通財産及びその他の行政財産を除く公共施設等

とします。本計画では、公共施設等の比較による課題整理を行うため、公共建築物（11 類型）とイ

ンフラ施設（5類型）に区分しています。 

 

図表３　本計画の対象となる公共施設等 
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第１章 公共施設等の現況及び将来の見通し 

１. 人口推移と将来の見通し 

（１）人口動態の推移と展望 
本市の総人口は、昭和 60（1985）年度からピーク時期である平成 17（2005）年度までの 20年間に

4.3 万人から 4.6 万人へと増加してきました。将来人口推計※3では、総人口は令和 2（2020）年度以

降減少し続け、本計画期間の最終年度である令和 27（2045）年度には 3.7 万人（-0.9 万人）と、今

後 30 年間でおよそ 2割減少することが想定されています。年齢階級別にみると、老年人口は令和 22

（2040）年度まで増加しその後緩やかな減少傾向、生産年齢人口と年少人口は一貫して減少傾向に

なると推計されています。今後は、将来の人口減少や少子高齢化の進行による需要の減少やニーズ

の変化を見据えたうえで、公共施設等のあり方を検討していく必要があります。 

 

図表１-１　総人口の推移と将来推計 

 
図表１-２　人口構成の推移と将来推計 

 

※3　目標人口には、「いなべ市人口ビジョン（令和元年度改訂版）」（令和２年２月改定）における定住対策

や移住・交流対策等の施策の効果を加味した場合の市独自推計による人口の将来展望の数値を採用してい

ます。



５

２. 財政の推移と実績 

（１） 歳入の推移と実績 
本市の歳入総額は、市町村合併時の平成 15（2003）年度から平成 26（2014）年度までの 12年間に

概ね 200 億円台前半で推移していましたが、平成 30（2018）年度以降は 300 億円を超える年も見う

けられます。 

歳入総額の費目別の状況をみると、最も多くを占めている市税は 77 億円から 99 億円で推移して

おり、依存財源※4は概ね 70億円から 160 億円程度で推移してきました。 

依存財源比率は、地方債の発行状況等によって年度によってばらつきがあるものの、平成 21

（2009）年度までは概ね 30％台で推移してきていました。平成 22（2010）年度以降は、リーマンシ

ョック後の市税収の減少や経済対策等による交付税や国県支出金の増加等の影響によって 40％以上

で推移しています。近年では、合併に伴う国の特例措置の終了等によって地方交付税の段階的な削

減が始まっており、今後の歳入規模は縮小していくことが想定されます。また、生産年齢人口の減少

により、住民税等の収入の減少が見込まれます。 

図表１-３　歳入総額と内訳の推移 

 
図表１-４　合併特例の終了による地方交付税の段階的削減の考え方 

 

H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 R2 R3

10%

90% 70% 50% 30%

合併後の
いなべ
市分

合併特例削減後段階的な削減（５年間）

合併算定替による普通交付税等の増加分

段階的に削減される期間

合併前の旧自治体の合計額（１０年間）

合併後の

標準額

合
併
前
の
旧
自
治
体
の
合
計
額

交付税収入の減少によって、普通建設事業費に充てられる金額が減少

※4　依存財源とは、国や県から交付される財源や借金（地方交付税、国・県支出金、地方債等）のことで

す。
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（２）歳出の状況と展望 
本市の歳出総額は、市町村合併時の平成 15（2003）年度から平成 26（2014）年度までの 12年間に

歳入規模の増減にあわせて概ね 100 億円台後半から 200 億円台前半で推移していましたが、平成 30

（2018）年度以降は 300 億円に迫る年も見うけられます。 

歳出総額の費目別の状況をみると、平成 20（2008）年度までは人件費、普通建設事業費等、物件

費の占める割合が高くなっていましたが、近年は扶助費や公債費等の義務的経費※5の占める割合が

高くなってきています。 

義務的経費比率は、合併後の平成 16（2004）年度までは 20％台で推移してきていましたが、その

後 30％以上で推移しています。 

本市では、合併後 12年間での定員適正化による職員定数の削減等の取組により、人件費の抑制に

努めてきましたが、今後は医療・介護ニーズの高い老年人口の比率が高まることで、扶助費等の社会

保障費の増大が想定されます。 

図表１-５　歳出総額と内訳の推移 

 

図表１-６　義務的経費の実績 

 

※5　義務的経費とは、職員等の人件費、借金の元本や利子の返済に相当する公債費、高齢福祉や児童福祉に

係る扶助費のことです。
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３. 資産の老朽化状況 

本市の資産の老朽化状況について、有形固定資産減価償却率（償却資産の取得価額等に対する減

価償却累計額の割合）を指標として把握します。 

この比率は、資産の経年の程度を示し、経年が進んでいるほど値が大きくなり、老朽化が進んだ資

産を除却・更新等することで値が改善することから、公共施設マネジメントを行う上で有用な指標

とされています。 

 

令和元（2019）年度一般会計等決算ベースの有形固定資産減価償却率は 51.1％で、本計画が策定

された平成 28（2016）年度から 2.1％増加しており、資産の老朽化が進んでいます。公共施設の老

朽化が今後の財政運営に大きな影響を及ぼすことが見込まれることから、長期的な視点による本計

画に基づいた公共施設の管理に関する取組を進めていく必要があります。 

 

図表 １-７　本市における有形固定資産減価償却率の推移 

 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度

 有形固定資産 

減価償却率（％）
49.0 50.1 51.4 51.1

（算定式） 

有形固定資産減価償却率　＝　減価償却累計額／ 

（有形固定資産取得額－土地等の非償却資産＋減価償却累計額）
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４. 公共建築物の現況と課題 

（１） 公共建築物の保有状況 
本市では、延床面積 23.4 万㎡の公共建築物を保有しており、延床面積全体のうち、学校教育系施

設が 40.2%、行政系施設が 14.9%、ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設が 10.3％を占めています。 

年度別の整備状況をみると、築 30 年以上経過した施設が延床面積全体の 38.9％を占めており、こ

れらの大規模改修時期が到来しています。また、本市の公共建築物は、1970 年代から 1990 年代前半

の 21 年間と合併前後の 6年間に施設整備のピーク時期があることから、今後、これらの施設の大規

模改修や建替え時期が集中することが想定されます。 

 

図表 １-８　公共建築物の類型ごとの保有状況※6（令和 3（2021）年 3月末時点） 

  

図表１-９　公共建築物の年度別整備状況（令和 3（2021）年 3月末時点） 

※6　その他施設には、駅関連施設、普通財産等の施設が含まれています。また、公園及び下水道の建築物

は、インフラ施設として区分していることから除外しています。

公共建築物の類型
延床面積
（㎡）

構成比
（％）

行政系施設 34,857 14.9

市民文化会館 14,844 6.3

社会教育施設 2,094 0.9

ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 24,086 10.3

学校教育施設 94,298 40.2

子育て支援施設 16,761 7.2

保健・福祉施設 19,048 8.1

公営住宅 4,836 2.1

供給処理施設 4,505 1.9

産業系施設 6,855 2.9

その他施設 12,113 5.2

合計 234,298 100.0
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（２）公共建築物の保有状況の比較 
本市の公共施設延床面積※721 万㎡は、県内 14市中 6番目に小さい状況です。一方、市民一人当た

り延床面積 4.66 ㎡/人は、県内 14 市平均の 4.74 ㎡/人よりは小さいですが、14市中 6番目に大きい

状況となっています。 

なお、全国の自治体における住民一人当たり延床面積の平均は約 4.5 ㎡/人と、本市の市民一人当

たりの延床面積は、同程度の水準となっています。 

類型ごとの市民一人当たり延床面積では、本庁舎、公会堂・市民会館で 14 市平均の 1.5 倍以上を

保有しています。これは、市町村合併による類似・重複施設が生じたことによるものと考えられま

す。一方、支所・出張所や集会施設、公営住宅等は、県内 14市平均と比較して小さく、比較的効率

化が図られています。 

 

図表１-１０　県内 14 市との公共施設延床面積の比較 

 
図表１-１１　県内 14 市との類型ごとの市民一人当たり保有状況比較 

 

 

保育所（園）、本庁舎等の類型ごとに 
「いなべ市の市民一人当たりの延床面積 
÷14 市の市民一人当たりの延床面積の平
均」を算定し、 
類型ごとの保有状況を比較した。 
 
平均よりも 50％以上と多い用途を赤字、 
平均の 50％未満と少ない用途を青字で 
記載した。 
 
なお、保育所（園）、小学校、中学校につい
ては、「年少人口一人当たり延床面積」に 
より保有状況を比較した。 
 
【本庁舎の計算例】 
いなべ市の市民一人当たり延床面積（0.30
㎡/人）÷14 市の市民一人当たり延床面積
の平均（0.15 ㎡/人）≒196％

※7　令和元（2019）年度の公共施設状況調経年比較表（総務省）と令和 2（2020）年の国勢調査人口による

比較を行っています。



１０

（３）公共建築物の維持管理・更新等に係る中長期的な経費の見込み 
① 公共建築物の更新可能額について 

一般会計の普通建設事業費は、平成 22（2010）年度から平成 26（2014）年度までの 5年間に概ね

50億円後半から 90 億円程度で推移してきました。普通建設事業費のうち、過去 5年間の公共建築物

整備費※8は、6億円から 29 億円で推移してきており、平均 18 億円/年となっています（試算の考え

方は脚注に掲載）。 

 

図表１-１２　公共建築物整備費の推移 

 
 

② 公共建築物の将来更新費と不足額について 

現在の公共建築物を全て保有し続け、事後保全型による管理・更新を行う場合、令和 4（2022）年

度から令和 42（2060）年度までの今後 39 年間で公共施設の日常修繕及び建替えに必要な将来更新費

は、平均 21 億円/年と推計（推計の考え方は 11 ページに掲載）されます。 

将来更新費と過去 5年間の公共建築物整備費を比較すると、令和 4（2022）年度から令和 42（2060）

年度までの 39 年間の公共建築物の更新費は、過去の公共建築物整備費（18 億円/年）の 1.2 倍程度

必要となる（平均 3億円/年の不足額が生じる）可能性があります。 

また、将来更新費の状況を年代別にみると、令和 18（2036）年度以降に大きな更新費が必要とな

ることが想定されます。 

今後は、将来更新費の抑制を目指すため、公共建築物の総量の縮減による更新費の削減や更新時

期の平準化による単年度の更新費の平準化、新たな更新財源の確保等、縮小が想定される財政規模

に見合った公共建築物の更新のあり方を検討していく必要があります。 

14
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0億円

10億円
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30億円

40億円

50億円

H22

2010

H23

2011

H24

2012

H25

2013

H26

2014

公共建築物整備費（一般会計） その他経費（一般会計）

過去５年間の公共建築物整備費

平均18億円/年

※8　一般会計の 5 年間の決算統計の普通建設事業費の内訳より、公共建築物整備費は「総務費、民生費、労

働費、商工費、土木費（住宅）、消防費、教育費」の合計金額から用地取得費分、国県直轄事業費分を除

いた 1 年当たりの平均額を採用しています。
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図表１-１３　公共建築物の将来更新費（事後保全型）と不足額 

 
③ 公共建築物の更新費推計の考え方 

公共施設（建物）の更新費（事後保全型）は、以下の考え方で令和 4（2022）年度から令和 42（2060）

年度までを算出しています。 

 

【日常修繕の考え方】：建物の老朽化が進んだ場合などに、日常修繕を実施する。日常修繕の費用は、公共施

設（建物）の更新費の 10%の費用を計上する。 

【大規模改修の考え方】：大規模改修については、本市におけるこれまでの管理の実態として未実施の建物が

多いという現状を踏まえ、試算において費用を計上しないこととする。 

【建替えの考え方】：築 60 年目に建替えを実施するものとし費用を計上する（木造は築 40 年目で建替えする

ものとし費用を計上する）。 

【更新単価の考え方】：建替えに係る費用は、公共施設（建物）の用途別に延床面積 1㎡当たりの単価に延床

面積を乗じて算出している。単価には建替えに伴う解体、仮設移転費用、設計費等を含んでいる。 

図表１-１４　施設類型ごとの更新単価表 

 

 建物の老朽化が進んだ場合などに日常修繕（部分的な修繕により機能回復）を周期的に実施し、

耐用年数が来たタイミングで建替えをすることとします。なお、本市におけるこれまでの管理の

実態を踏まえて定期的な大規模改修の実施は位置付けないものとします。

40 万円/㎡
40 万円/㎡
40 万円/㎡
36 万円/㎡
33 万円/㎡
33 万円/㎡
36 万円/㎡
28 万円/㎡
40 万円/㎡
36 万円/㎡
36 万円/㎡

建替え公共建築物の類型
行政系施設
市民文化系施設
社会教育系施設
ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設
子育て支援施設
学校教育系施設
保健・福祉施設
公営住宅
産業系施設
供給処理施設
その他施設
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５. インフラ施設の現況と課題 

（１） インフラ施設の保有状況 
① 道路 

本市では、一般市道として実延長 895.6km（道路部面積 5.0k ㎡）を保有しています。また、その

他に農道として 122km を、林道として 84km を保有しています。 

図表１-１５　一般市道・農道・林道の保有状況（令和 2（2020）年度） 

 
② 橋梁 

本市では、橋梁として 561 橋、延長 6.6km を保有しています。 

図表１-１６　橋梁の保有状況（令和 2（2020）年度） 

③ 上水道 

本市では、上水道の管路として延長 671km、建築物として浄水場・ポンプ室が 1,933 ㎡、配水池・

水源地を 3,355 ㎡保有しています。 

図表１-１７　上水道管路の保有状況（令和 2（2020）年度） 

④ 下水道 

本市では、公共下水道の管路として延長 454km、農業集落排水の管路として延長 69km、処理場 11

箇所、マンホールポンプ 319 箇所を保有しています。 

図表１-１８　下水道(公共下水道・農業集落排水)の管路の保有状況（令和 2（2020）年度） 

 道路種別 実延長（㎞）

 一般市道 896 

 農道 122

 林道 84

 種別 橋梁数 総延長

 橋梁 561 6.6 

 種別 総延長（㎞） 面積（㎡）

 管路（総延長） 671 －

 （送水管） 73 －

 （導入管） 11 －

 （配水管） 587 －

 浄水場・ポンプ室 － 1,933

 配水池・水源池 － 3,355

 種別 総延長（㎞） 面積（㎡） 箇所数

 管路（公共下水道） 454 － －

 管路（農業集落排水） 69 － －

 処理場 － 1,520 11

 マンホールポンプ － － 319
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（２）インフラ施設の維持管理・更新等に係る中長期的な経費の見込み 
① 主要なインフラ施設(道路・橋梁・上水道・下水道)の更新可能額について 

インフラ施設整備費は、過去の一般会計（道路・橋梁）、企業会計（上水道）、特別会計（公共下水

道、農業集落排水）の工事請負費の実績から、平均 10 億円/年で推移してきました。インフラ施設

整備費を極端に削減することは困難なため、過去の実績である更新可能額を 10 億円/年と設定しま

す。 

図表１-１９　インフラ施設の普通会計・特別会計・事業会計における整備費の推移 

 
② 主要なインフラ施設の将来更新費と不足額について 

現在のインフラ施設を全て保有し続け、事後保全型による管理・更新を行う場合、令和 4（2022）

年度から令和 42（2060）年度までの更新や布設替え等に必要な将来更新費は、平均 38億円/年（総

額 1,486 億円）と推計されます。将来更新費とインフラ施設整備費を比較すると、過去のインフラ

施設整備費の 3.8 倍程度が必要となる（平均 28 億円/年の不足額が生じる）可能性があります。ま

た、将来更新費の状況を年度別にみると、令和 28（2046）年度からは下水道の更新ピーク時期には、

80億円/年程度の更新費が必要となる期間も生じます。 

図表１-２０　主要なインフラ施設の将来更新費（事後保全型）と不足額 
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（３）主要なインフラ施設の更新費推計の考え方 
本計画における更新費推計は、公共施設等更新費用試算ソフト（一般財団法人地域総合整備財団）

による以下の考え方で実施しています。 

① 道路 

道路の更新単価は、「道路統計年報 2009」（全国道路利用者会議）に示された舗装補修事業費を舗

装補修事業量で割って算定されたものから設定し、耐用年数 15年で毎年均等に実施しています。 

図表１-２１　道路更新費の推計単価 

② 橋梁 

橋梁の更新単価は、道路橋年報（平成 19 年度版）に示された道路橋の工事実績を基に設定してい

ます。平成 27（2015）年度末時点で耐用年数 60 年を超過している橋梁の更新は、平成 28（2016）年

度から令和 2（2020）年度までの 5年間で毎年均等に実施しています。 

図表１-２２　橋梁更新費の推計単価 

③ 上水道 

上水道の管路の布設替えの 1ｍ当たり単価は、下水道と同様に、流域別下水道整備総合計画調査指

針及び同解説（平成 27 年 1 月）を参考に設定しています。年度別の布設延長が不明なことから、更

新は、耐用年数である 40 年で毎年均等に実施しています。 

図表１-２３　上水道の更新単価一覧 

 
 
 
 

 
 
④ 下水道 

下水道の管路の布設替えの 1ｍ当 たり

単価は、更生工法を前提とし、流域別下水道整備総合計画調査指針及び同解説（平成 27 年 1 月）

を参考に設定しています。更新は、耐用年数 50 年で実施しています。 

図表１-２４　下水道の推計単価 

 種別 更新単価（円／㎡）

 一般市道 ４,７００ 

 自転車歩行者道 ２,７００

 種別  更新単価（千円／㎡） 備考

 RC 橋、PC 橋、石橋、木橋、その他 ４１３ PC 橋に更新

 鋼橋 ５００ 鋼橋に更新

 管径 更新単価（千円/ｍ） 管径 更新単価（千円/ｍ） 備考

 ２５０㎜以下 ６１ １００１～２０００㎜ ７４９

更生工法を前提  ２５１～５００㎜ １１６ ２００１～３０００㎜ １,６９０

 ５０１～１０００㎜ ２９５ ３００１㎜以上 ２,３４７

 導水管/送水管

 管径
更新単価 

（千円／ｍ）

 ３００㎜未満 １００

 ３００～５００㎜未満 １１４

 配水管

 管径
更新単価 

（千円／ｍ）
管径

更新単価 
（千円／ｍ）

 １５０㎜以下 ９７ ８００㎜以下 １７８

 ２００㎜以下 １００ ９００㎜以下 １９９

 ２５０㎜以下 １０３ １０００㎜以下 ２２４

 ３００㎜以下 １０６ １１００㎜以下 ２５０

 ３５０㎜以下 １１１ １２００㎜以下 ２７９

 ４００㎜以下 １１６ １３５０㎜以下 ６２８
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第２章 公共施設等の総合的かつ計画的な管理に関する方針 

１. 現状と課題に関する基本認識 

第 1章 公共施設等の現状及び将来の見通しから、「人口」「財政」「施設」の 3つの視点で整理し

た本市の抱える課題は以下のとおりです。 

① 人口減少及び少子高齢化によるニーズの変化への対応 

・ 本市の総人口は平成 17（2005）年をピークに減少に転じ、今後長期にわたる人口減少が予測されてお

り、総人口の減少にあわせて公共施設等に対する需要が減少することが想定されます。 

・ 過去から継続してきた年少人口の減少と老年人口の増加傾向が今後も継続することが想定されており、

少子高齢化が一層進行するとともに、生産年齢人口は平成 17（2005）年以降から減少に転じていること

から、将来世代の負担が増大する可能性があります。 

② 将来更新費の不足額の解消 

・ 市町合併に伴う特例措置の終了や生産年齢人口の減少等による財政規模の縮小、老年人口の増加による

扶助費の増大等が想定されており、今後は必要な財源の確保が困難となっていくことが想定されます。 

・ 上記のような厳しい財政状況において、今後は公共建築物及びインフラ施設の更新に多額の費用が必要

となることが見込まれており、更新財源が不足する可能性があります。 

③ 公共建築物及びインフラ施設の老朽化と更新時期のピークへの対応 

・ 公共建築物については、延床面積の 3 分の 1 以上が築 30 年以上を経過しており、老朽化が進行していま

す。また、公共施設の整備時期は、1970 年代後半から 1990 年代前半と合併前後の 2 時期に集中してお

り、今後長期間にわたって大規模改修時期や建替え時期が集中する可能性があります。 

・ インフラ施設については、2030 年代後半から 2050 年代にかけて更新時期が集中することが想定されま

す。 

 
図表２-１　今後想定される課題と課題解決に向けた取組の視点 
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２. 公共施設等の課題解決に向けた基本方針 

ここでは、公共施設等の課題解決に向けた取組の視点やこれまでの取組の経緯等を踏まえ、本市

の公共施設等のあり方について検討していきます。 

本市では、これまでに平成 18（2006）年 7月に設置されたいなべ市行政改革推進委員会において、

合併特例債や交付税の合併特例措置の終了への対応、今後増大する市民の福祉等へのニーズに対応

するため、公共施設のあり方について検討し、平成 21（2009）年 9月には「いなべ市公共施設統廃

合に関する答申」を整理してきました。また、橋梁や上水道、下水道の各分野において長寿命化計画

等を策定し、今後の更新需要の予測やライフサイクルコスト※9の削減に向けた検討を行ってきまし

た。 

本計画では、同答申や長寿命化計画等の考え方を踏まえつつ、公共建築物やインフラ施設を対象

とした公共施設等全体の今後のあり方に関して以下の基本方針を定めます。 

図表２-２　課題解決に向けた基本方針の考え方 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※9　ライフサイクルコスト（LCC）とは、建設費、サービスを提供するための人件費や委託費、保全のため

の修繕費や点検費、解体費用など、公共施設等の一生にかかる費用のことです。
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３. 基本方針を実現するための実施方針 

今後は、基本方針の実現に向けて、以下の実施方針に基づく各種取組を推進します。 

 
① 廃止・休止・転用等の実施方針 

・公共建築物については、「いなべ市公共施設統廃合に関する答申」（平成 21 年 9 月）における公共建築

物の方向性の考え方（図表 2-3）等を参考にし、国の補助制度等の制限を踏まえた上で、設置の意義

が薄れた施設又は利用率の少ない施設の廃止・休止・転用、地域や特定の団体等に利用が限定される

施設の譲渡、合併に伴う類似・重複施設の複合化や統廃合等の方向性を検討します。 

図表２-３　公共建築物の統廃合等の考え方（いなべ市公共施設統廃合に関する答申の内容に一部加

筆） 

 
 

② 安心安全確保の実施方針 

・土砂災害、風水害等の避難所として指定されている公共建築物については、優先的に修繕や改修、建

替え等を検討し、安全性の確保を推進します。修繕や改修、建替え等による安全性の確保が困難な場

合には、周辺施設や民間施設等との役割分担を検討します。 

・点検・診断等で劣化・損傷等が認められた公共施設等については、財政負担に留意しつつ、優先度、

重要度の高いものから順次修繕・改修を実施します。 

・防犯・防災・事故防止等の観点から、老朽化し今後とも利用見込みのない公共施設等については、解

体・除却等を推進します。 

・公共施設等の除却にあたっては、国の財政措置の活用を図ります。 

・上記までのハード面の対策に加えて、防災情報伝達システムを活用した災害情報の円滑な共有方策等

ソフト面における安心安全の確保にも取り組んでいきます。 

 
③ 耐震化の実施方針 

・今後も長期にわたって維持していく公共建築物については、耐震性が低い施設から優先的に対策を検

討します。なお、コスト削減効果が見込まれる場合には、耐震改修とあわせて長寿命化に向けた大規

模改修を実施します。 

・インフラ施設については、点検・診断等に基づく優先順位を定め、橋梁、管路、設備等の耐震化を推

進します。なお、耐震改修とあわせて長寿命化を考慮した工法や素材等の採用に努めます。 
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① 点検・診断の実施方針 

・公共建築物については、不具合等の情報を常に把握するため、施設管理者による定期的な目視点検や

劣化状況の把握等、日常的、定期的な公共施設の点検管理を行います。 

・インフラ施設については、日々の点検やパトロール等に加え、国の指針やマニュアル等に基づく道路

ストック点検や橋梁の劣化診断、管路の実態把握等を実施します。 

・点検等に際して緊急かつ高度な技術力を要する公共施設等の点検・診断等がある場合には、必要に応

じて国による直轄診断等の支援策の活用を検討します。 

 
② 長寿命化の実施方針 

・公共建築物やインフラ施設の維持管理にあたっては、これまでの不具合が顕在化してから対応する手

法（対処療法型管理）から、点検診断等の結果による劣化箇所の有無や兆候を早期に把握し対応する

手法（予防保全型管理）への移行を図ることで、性能・機能の維持を図ります。 

・予防保全型管理へ移行することにより、既存の公共施設等の長寿命化を図ります。 

・個別計画（長寿命化計画等）策定済の類型については、財政負担とのバランスを考慮しつつ適切な事

業を実施するとともに、計画が未策定の類型については、必要に応じて個別計画の策定を行います。 

図表２-４　長寿命化による健全度の維持の考え方（いなべ市下水道ビジョンより） 

 
 
③ 維持管理・修繕・更新等の実施方針 

・公共建築物の建替えや大規模改修等は、既存施設の活用等を優先し、困難な場合には利用状況や今後

の人口構成の変化に伴う施設のニーズの変化を踏まえ、施設の類型ごとの点検・診断結果に基づく修

繕及び更新等の優先度を検討し、適正な規模を踏まえて実施します。 

・インフラ施設については、人口動態に基づく需要予測や財政状況を踏まえ、必要に応じて適切な規模

による更新を検討します。 
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・既存施設の維持管理、修繕、更新等の適正化を図ることでライフサイクルコストの削減を目指しま

す。 

 

④ ユニバーサル化の推進 

　　・施設の更新等を行う際は、社会情勢や利用者ニーズの変化を踏まえた上で、多様な人々が利用しやすい

施設となるよう、ユニバーサルデザイン化に取り組みます。 
 
⑤ 脱炭素化の推進 

　　・本市は、令和４年７月に２０５０年までに実質二酸化炭素排出量ゼロに取り組む「チャレンジ・カーボ

ンニュートラルいなべ」を宣言しました。施設の更新等を行う際は、太陽光発電設備や蓄電池による再

生可能エネルギーの導入や民間事業者との共同出資により設立した自治体新電力「自然電力いなべ株式

会社」からの電力供給の切替など、公共施設における脱炭素化の推進に取り組みます。 
 
⑥ 未利用財産等の収益化の実施方針 

・施設の廃止や複合化、除却等によって生じる未利用財産（建築物や土地）については、国の補助制度

等の制限を踏まえた上で、貸付や売却等による歳入確保の可能性を検討します。 

 

 
① 指定管理者制度や民間委託等の活用 

・指定管理者制度導入にあたっては、効率性等の面から十分に検討します。導入済の施設については、

モニタリング（評価）等を行い、サービスと指定管理料等のバランスに応じて必要な見直しを行いま

す。 

・コスト面やサービスの向上が見込まれる場合には、民間委託を検討します。なお、委託先を決定する

場合には、利用者（団体）等から広く意見を聞いて決定するものとします。 

 
② 周辺自治体との連携 

・行政区域をまたがる広域的な利用が見込まれる公共施設等については、周辺自治体との連携による共

同利用や事務の共同化等による財政負担の軽減の可能性について検討します。 

 
③ 更新財源の確保 

・公共施設の建替えや大規模改修、インフラ施設の布設替え等にあたっては、国の補助制度等の活用に

努め、民間の技術・ノウハウ・資金等を活用する可能性を検討します。 

 
 
【総合的かつ計画的な管理を実現するための取組体制や情報共有体制の構築】 

以上までの実施方針を実現するための体制の構築や情報共有等については、以下の方策を検討し

ていきます。 

① 全庁的な取組体制の構築 
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・本計画の推進に向けて、政策・財政・管財部門と公共施設等の管理部門が連携した、全庁横断的な取

組体制を検討します。 

・公共施設等の更新や統廃合の事業化にあたっては、その利活用方針や優先順位等を全庁横断的な会議

体等において協議、決定します。 

 

② 情報管理・共有の推進 

・公共施設等の情報を継続的に集約するとともに、維持管理費用や利用状況等の情報の把握に努め、庁

内での情報共有を図ります。 
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４. 長寿命化等の実施の効果 

実施方針に即して、適正な保有及び長寿命化等を実施した場合の財政面での効果を試算します。 

 

① 長寿命化の考え方 

P11 の「③　公共建築物の更新費推計の考え方」を基に、長寿命化（予防保全型）の考え方を以下

のように設定しました。 

 

【日常修繕の考え方】：日常修繕は、建物を良好に維持するために、築 10 年目以降、10 年ごとに

実施するものとし、費用を計上します。日常修繕に係る費用は、公共施設（建物）の更新費の 10％

とします。 

【大規模改修の考え方】：大規模改修については、長寿命化（予防保全型）の管理において、建物

の構造ごとに設定した耐用年数の半分を経過した時点で実施するものとし、費用を計上します。令

和 3（2021）年度時点で耐用年数の半分以上を経過しているものについては、令和 4（2022）年度か

ら 10 年間で費用を按分し計上します。また、前述のうち、非木造で 30 年以内、木造で 15 年以内に

建替え時期がくるものについては、大規模改修を実施せず、建替えを行うこととします。大規模改修

に係る費用は、公共施設（建物）の更新費の 25％とします。 

【建替えの考え方】：建物の構造ごとに長寿命化を考慮した耐用年数が来たタイミングで建替えを

実施するものとし、費用を計上します。令和 4（2022）年度時点で耐用年数を経過しているものにつ

いては、令和 4（2022）年度から建替えを実施するものとします。 

 

図表２-５　公共施設（建物）の耐用年数（長寿命化） 

建替えに係る費用は、事後保全型の管理の場合と同様に、公共施設（建物）の用途別に延床面積

1㎡当たりの単価に延床面積を乗じて算出しています。単価には建替えに伴う解体、仮設移転費用、

設計費等を含んでいます。 

 

【施設再編計画・個別施設計画との整合】 

今後 10年間に廃止・統合等の施設再編が見込まれる場合は、費用は計上しないこととします。 

個別施設計画において建替え・大規模改修等の実施が位置付けられている場合は、上記の試算に

よらず各計画の位置付けを優先して費用を計上します。 

 

 日常修繕と大規模改修（長寿命化改修）を予防保全の考え方により周期的に実施することで、物

理的にも機能的にも長寿命化を図ることとします。なお、今後 10 年間に予定されている廃止・統

合等の施設再編計画や個別施設計画に位置付けられた主な事業を踏まえ、実情に即した試算を行

うこととします。

 
公共施設（建物）構造

従来 

（事後保全型）

長寿命化 

（予防保全型）

 RC 造、SRC 造、S造 60 年 80 年

 木造 40 年 50 年
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② 長寿命化等の実施の効果 

（ア）公共施設（建物） 

試算においては、今後、施設の統合や廃止を行い、建物の保有量を縮減し、かつ、長寿命化を図る

建物については、事後保全型の場合と同じように日常修繕を実施することに加え、大規模改修（長寿

命化改修）を実施することで建物の建替えまでの周期を延長させる予防保全型の管理を行うことと

して試算します。 

＜試算結果＞ 

公共施設（建物）の将来更新費は令和 42（2060）年度までの 39 年間で 519 億円が見込まれ、日常

修繕は 207 億円、大規模改修は 145 億円、建替えは 167 億円となっており、事後保全の場合と比較

して総額で 64.1％となり、約 36％の費用削減効果が見込まれます。年平均更新費は 13.3 億円とな

り、過去の実績である 18 億円／年を更新可能額とすると更新可能範囲内となります。 

 

図表２-６　公共建築物の将来更新費（予防保全型）と不足額 

 

 

（イ）都市基盤施設（インフラ） 

試算においては、適切な保有及び定期的な点検及びそれに基づく計画的な修繕を実施することで

更新費を縮減することとして試算をします。 

＜試算結果＞ 

都市基盤施設（インフラ）の更新に係る経費は、令和 42（2060）年度までの推計値で 1381 億円

となり、事後保全の場合と比較して約 7％の費用削減効果が見込まれます。内訳は道路で 625 億

円、橋梁で 142 億円、上水道で 356 億円、公共下水道で 258 億円となります。 

更新費は 39 年間で平均すると 35 億円／年となります。都市基盤施設（インフラ）の更新費の実

績は 5年間の平均で 10億円／年であり、これを更新に充てることのできる更新可能額とすると年

間の不足額は 25億円／年となります。  
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図表２-７　インフラ施設の将来更新費（予防保全型）と不足額 
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５. 公共施設等総合管理計画の推進に向けて 

【フォローアップの実施方針】 

今後は、本計画の考え方に基づき主要な公共施設等の類型ごとに個別計画や長寿命化計画を策定

し（ＰＬＡＮ）、個別計画等に基づく各種事業を実施していきます（ＤＯ）。また、庁内委員会等にお

ける計画の検証や進捗管理を行い（ＣＨＥＣＫ）、人口動態や財政状況等の社会経済情勢に応じて本

計画で定めた方針等を適宜見直します（ＡＣＴＩＯＮ）。本計画の推進に向けて、ＰＤＣＡサイクル

の考え方に基づき計画のフォローアップを実施していきます。 

なお、一連の取組の考え方や進捗状況については、市民のみなさんに広報やホームページ等を通

じた情報共有を図っていきます。 

 

図表２-８　ＰＤＣＡサイクルによる計画の推進、見直し等のイメージ 
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第３章 施設類型ごとの管理に関する方向性 

公共施設等の概況について 

本章では、施設所管部門の施設調査結果（施設カルテを含む）より公共建築物及びインフラ施設の

類型ごとの現状と課題を把握するとともに、第 2章に掲げた基本方針や実施方針に基づく、類型ご

との今後の方向性を以下のとおり整理しました。 

表　対象となる公共建築物及びインフラ施設の今後の方向性 

 
施設類型

施設数 
延床面積

今後の方向性（概要）

 【公共建築物】11 類型（150 施設、243,046 ㎡）

 1
行政系施設 
（庁舎等、消防施設、その他行政施設）

27 施設 
33,057 ㎡

・ 他施設との複合化等、既存庁舎の有効活用 
・ 建替えや周辺施設への機能移転

 
2

市民文化系施設 
（集会施設、文化施設）

9 施設 
14,844 ㎡

・ 指定管理者制度や民間委託等の活用 
・ 周辺施設への機能移転による複合化等 
・ 地域、自治会等への譲渡

 
3

社会教育系施設 
（図書館、博物館等）

3 施設 
2,094 ㎡

・ 既存施設の集約化、機能移転

 

4
学校教育系施設 
（小学校、中学校、給食センター）

17 施設 
105,701 ㎡

・ 計画的な維持保全や長寿命化 
・ 周辺施設からの機能移転、集約化等 
・ 空き教室等の有効活用 
・ 適切な規模や配置、運営方式等の検討

 
5

子育て支援施設 
（保育園、児童施設）

17 施設 
15,358 ㎡

・ 民間への譲渡、廃止等の実施 
・ 指定管理者制度の導入等の運営見直し 
・ 近隣の小学校への機能移転等

 
6

ｽﾎﾟｰﾂ･ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 
（ｽﾎﾟｰﾂ施設、ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ施設・観光施設）

19 施設 
24,086 ㎡

・ 行政としての関与の必要性を検討し、民営
化や譲渡、集約化等を検討

 
7

産業系施設 
（事務所、会館等）

11 施設 
6,855 ㎡

・ 指定管理者制度や民間委託の活用や地域
への譲渡等

 
8

保健・福祉施設 
（高齢福祉施設、障害福祉施設）

18 施設 
20,014 ㎡

・ 老朽化対策や統廃合等今後のあり方検討 
・ 民間事業者による運営への移行

 9 公営住宅
9施設 
4,921 ㎡

・ 集約化、長寿命化等の検討 
・ 民間活用等の検討

 
10

供給処理施設 
（リサイクルセンター、ごみ処理場等）

6 施設 
4,667 ㎡

・ 適正かつ効率的な処理による維持管理経
費の削減

 
11

その他施設 
（斎場、鉄道、普通財産、賃借施設等）

14 施設 
11,449 ㎡

・ 地域の要望等を踏まえ、譲渡や解体等を個
別に検討

 【インフラ施設】5類型

 
1

道路 
（一般市道、農道、林道、道路附属物）

延長 1,102km
・ 点検診断による不具合の早期発見 
・ 効率的な整備手法によるコストの削減

 2 橋梁
561 橋 

延長 6.6km
・ 長寿命化、効率化によるコスト削減 
・ 全橋梁の長寿命化修繕計画の策定

 
3

上水道 
（管路、浄水場、配水池等）

延長 650km
・ 管路等の耐震化 
・ 長寿命化、効率化によるコスト削減

 
4

下水道 
（公共下水道、農業集落排水、マンホール等）

延長 523km
・ 既存計画の見直しと災害対策 
・ 長寿命化、効率化によるコスト削減

 5 その他インフラ施設 ・ 個別に今後のあり方を検討
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１. 公共建築物に関する基本方針 

公共建築物の分析項目と考え方について 

ここでは、令和 3（2021）年 3 月末時点の公共建築物の過去 3 年間（平成 30（2018）年度から令

和 2（2020）年度）の利用状況、維持管理経費、将来更新費の状況を下表のとおり整理しました。 

 

図表３-１　施設分類ごとの整理項目と内容 

 

図表３-２　年代別将来更新費の考え方 

 

図表３-３　維持管理コストの内訳の考え方 

 

 項目 種別 内容

 

施設保有状況 表

・ 用途中分類：総務省の公共施設等更新費用試算ソフトの分類によ

る用途を表示（分類一覧は参考資料に掲載） 

・ 延床面積：施設を構成している建物の延床面積（複合施設は占有

面積）を表示 

・ 建築年度（複数棟で構成している施設は代表年度）を表示 

・ 経過年数：令和 2（2020）年度末時点の経過年数を表示 

・ 更新費対象：図表 3-3 の考え方に基づく将来更新費を表示

 
年代別将来更新費 グラフ

・ 10 年ごとの大規模改修費及び建替え費の合計を表示 

※年代別将来更新費の考え方は図表 3-2 に掲載

 
維持管理コストの内訳 

（過去 3年間の平均）
グラフ

・ 人件費等、光熱水費、修繕費、委託費、工事請負費等を施設ごと

に表示 

※コストの考え方は図表 3-3 に掲載

 
利用状況 

（過去 3年間の平均）
グラフ

・ 用途に応じた在籍者数、利用者数、貸出冊数、入居戸数等を施設

ごとに表示 

※用途ごとの利用状況の考え方は図表 3-4 に掲載

 種別 考え方

 
公共建築物

・ 大規模改修費及び建替え費の状況を 5年ごとに整理 

※更新費推計の考え方は 10 ページに掲載

 

インフラ施設

・ 道路（一般市道）、橋梁、上水道（管路）、下水道（管路）の更新費の状況

を 5年ごとに整理 

※更新費推計の考え方は 13 ページに掲載

 費目 考え方

 維持管理経費（コスト）

 
人件費

・ 施設の運営等にかかる職員給与、嘱託職員報酬、臨時職員賃金等の人件

費、報償費、旅費

 燃料費・光熱水費 ・ 燃料費、電気、ガス、水道料金等にかかる費用

 修繕費 ・ 工事等大規模なものを除く施設の修繕にかかる費用
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※　コストの発生していない施設やコストが不明な施設の数値は含めていない。 

※　3か年分のコストが不明な場合には、不明な年度を除いた数値のみを採用した。 

 

図表３-４　用途中分類ごとの利用状況の考え方 

※　利用統計の無い施設や利用者数が不明な施設の数値は含めていない。 

※　3か年分の在籍者数や利用者数等が不明な場合には、不明な年度を除いた数値のみを採用した。 

 

 費目 考え方

 
委託費

・ 運営にかかる費用（事業委託費）や保有にかかる費用（除草、点検等）、 

指定管理料（指定管理者制度を導入している施設のみ）

 使用料・賃借料 ・ 受信料やリース料・借地の賃借料等の費用

 工事請負費 ・ 大規模改修や建替え、設備の更新等の工事にかかる費用

 その他保有費 ・ 上記以外の需要費や通信運搬費、保険料等施設の維持管理にかかる費用

 
その他運営費

・ 補助金、原材料費、備品購入費等施設で提供するサービス（運営）にかか

る費用

 収入　※施設整備にかかる収入は含めていない

 補助金・交付金 ・ 施設運営にかかる補助金、交付金等の収入

 
使用料・手数料

・ 保育料、入館料、施設の使用料、コピー代、自動販売機売上手数料等の収

入

 賃貸・目的外使用料 ・ 貸付、目的外使用等にかかる収入

 
その他収入

・ 上記以外の収入（イベント事業等収入、指定管理者からの納付金等を含

む）

 用途中分類 考え方

 
学校

・ 平成 30（2018）年度から令和 2（2020）年度までの 4月 1 日時点の在籍者

数（生徒・児童数）及び平均を表示

 保育園 

児童施設 

（放課後児童クラブ）

・ 平成 30（2018）年度から令和 2（2020）年度までの 4月 1 日時点の在籍者

数（園児数、登録児童数）及び平均を表示

 
公営住宅

・ 平成 30（2018）年度から令和 2（2020）年度までの 4月 1 日時点の入居戸

数及び平均を表示

 
図書館

・ 平成 30（2018）年度から令和 2（2020）年度までの年間貸出冊数及び平均

を表示

 
上記以外の用途

・ 平成 30（2018）年度から令和 2（2020）年度までの年間利用者数及び平均

を表示
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（１） 行政系施設 
① 施設基本情報 

図表　行政系施設の一覧 

 
 

図表　年代別の更新費用 

 

用途中分類 施設名称 地区
建物
棟数
(棟)

延床
面積
（㎡）

建築年度
（代表）

築年数

いなべ市役所 北勢 7 12,804.43 2019 2

北勢庁舎 北勢 2 4,034.75 1978 43

員弁庁舎 員弁 5 3,783.79 1976 45

大安庁舎 大安 1 5,281.00 1985 36

藤原庁舎 藤原 3 2,274.54 1971 50

北部コミュニティ消防センター 北勢 1 181.00 1999 22

南部コミュニティ消防センター 北勢 1 181.00 1998 23

西部コミュニティ消防センター 北勢 1 181.00 1998 23

東部コミュニティ消防センター 北勢 1 181.00 2002 19

いなべ市消防団員弁第一分団車庫 員弁 1 135.00 2006 15

いなべ市消防団員弁第二分団車庫 員弁 1 135.00 2006 15

いなべ市消防団員弁第三分団車庫 員弁 1 170.00 2006 15

いなべ市消防団大安東分団車庫 大安 1 136.00 1982 39

いなべ市消防団大安南分団車庫 大安 1 190.00 2017 4

いなべ市消防団大安北分団車庫 大安 1 190.00 2018 3

いなべ市消防団大安西分団車庫 大安 1 190.00 2020 1

コミュニティ消防センター（下野尻） 藤原 1 138.00 1991 30

コミュニティ消防センター（古田） 藤原 1 138.00 1992 29

コミュニティ消防センター（坂本） 藤原 1 138.00 1993 28

コミュニティ消防センター（市場） 藤原 1 177.00 2000 21

コミュニティ消防センター（長尾） 藤原 1 138.00 1986 35

旧北勢町消防団東分団車庫（防災倉庫） 北勢 1 107.95 1987 34

いなべ市防災倉庫 員弁 1 65.40 1987 34

笠田大溜西員弁町防災倉庫 員弁 1 30.00 1956 65

藤原庁舎水防倉庫 藤原 1 178.20 2006 15

いなべ市防災拠点倉庫 北勢 1 949.00 2020 1

員弁運動公園倉庫 員弁 1 949.00 2020 1

40 33,057 1997 24

庁舎等

消防施設

その他行政系施設

合計・平均

（百万円）
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図表　維持管理経費の内訳 
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② 施設の現状、課題及び今後の方向性 

 

 ＜施設の現状＞ 

・ 築年数の平均は 26 年、大規模改修の目安となる築 30 年を経過した施設が 10 施設（37.0％）を占めて

います。 

・ 今後 39 年間の更新費は、総額 111.7 億円と推計されており、令和 20（2038）年度に大規模改修のピ

ークが、令和 38（2056）年度から令和 40（2058）年度に建替えのピークが到来します。 

・ 平成 30（2018）年度から令和 2（2020）年度までの維持管理コストは、598.2 百万円/年、内訳は庁舎

等が 318.1 百万円/年（53.2％）、消防施設が 94.5 百万円/年（15.8％）、その他行政系施設が 185.5 百

万円/年（31.0％）となっています。

 ＜課題及び今後の方向性＞ 

・ 合併時に引き継いだ 4庁舎は、いずれの庁舎も耐震性が確保されているものの、築 40 年から 50 年を

経過し老朽化が進行しています。 

・ いなべ市役所本庁舎は、平成 31 年 3 月に建設され、同年 5月から開庁しました。本庁舎は、行政サー

ビスの核となる施設であり、災害発生時には、防災拠点となる重要な施設であることから、計画的な

修繕・改修及び予防保全を行うことで、長寿命化を図ります。 

・ 旧庁舎については、支所機能及び各種行政事務、行政サービスの提供を行う施設として活用します。

また、余裕スペースを民間事業者などへ貸付を行います。 

・ 本市の消防事務は、木曽岬町、東員町とともに、桑名市消防本部への事務委託方式を採用していま

す。三重県が取り組んでいる、「三重県消防広域化推進計画（改訂版）」（平成 26 年 3 月）に基づく消

防活動の広域化等の動向を踏まえて今後のあり方を検討します。 

・ 地域の消防活動の拠点として整備している消防分団の施設やコミュニティ消防センター等について

は、今後 10 年間で大規模改修の検討が必要な築 30 年を一斉に迎えることから、地域の消防需要等を

加味した今後のあり方を検討します。総務省消防庁「消防団拠点施設及び地域防災の拠点施設につい

て」に基づき、消防団詰所の新設や改修を行います。 

・ 新しい防災倉庫設置に伴い、従来使用していた倉庫が不要となったため、施設の解体及び譲渡を検討

します。



３１

（２） 市民文化系施設 
① 施設基本情報 

図表　市民文化系施設の一覧 

 
図表　年代別の更新費用 

 

図表　維持管理経費の内訳 

 

用途中分類 施設名称 地区
建物
棟数
(棟)

延床
面積
（㎡）

建築年度
（代表）

築年数

員弁コミュニティプラザ 員弁 1 1,645.47 2000 21

石仏公民館 員弁 1 368.20 1986 35

員弁健康センター 員弁 1 605.00 1980 41

丹生川上自治会会館（敷地・建物） 大安 1 274.88 1966 55

丹生川上集会所 大安 1 440.98 1981 40

大安公民館 大安 1 3,085.65 1983 38

大貝戸地域交流センター 藤原 1 282.82 2009 12

いなべ市北勢市民会館 北勢 2 4,301.00 1990 31

藤原文化センター 藤原 1 3,840.00 1988 33

10 14,844 1987 34合計・平均

集会施設

文化施設

（百万円）
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図表　利用者数の推移 

 
図表　施設の配置状況 

 

員弁コミュニティプラザ

石仏公民館

員弁健康センター 

丹生川上自治会館（敷地・建物）

丹生川上集会所

大安公民館

大貝戸地域交流センター
藤原文化センター

いなべ市北勢市民会館
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② 施設の現状、課題及び今後の方向性 

 ＜施設の現状＞ 

・ 築年数の平均は 34 年、大規模改修の目安となる築 30 年を経過した施設が 7施設（77.8％）を占めて

います。 

・ 今後 39 年間の更新費は、総額 37.8 億円と推計されており、令和 20（2038）年度から令和 22（2040）

年度にかけて大規模改修のピークが、令和 13（2031）年度と令和 40（2058）年度から令和 42

（2060）年度にかけて建替えのピークが到来します。 

・ 平成 30（2018）年度から令和 2（2020）年度までの維持管理コストは、93.6 百万円/年、内訳は集会

施設が 42.8 百万円/年（45.7％）、文化施設が 50.8 百万円/年（54.3％）となっています。 

・ 集会施設の平成 30（2018）年度から令和 2（2020）年度までの利用者数は、54,149 人/年（1施設当た

り 18,050 人）となっています。 

・ 文化施設の平成 30（2018）年度から令和 2（2020）年度までの利用者数は、51,107 人/年（1施設当た

り 25,554 人）となっています。

 ＜課題及び今後の方向性＞ 

・ 「いなべ市公共施設統廃合に関する答申」（平成 21 年 9月）に基づき、員弁コミュニティプラザ、北

勢市民会館、大安公民館、藤原文化センターは、それぞれまちづくりにおける地域の拠点施設として

適切な維持管理を行っていくこととします。 

・ 集会施設については、利用者数が数万人規模の施設から数百人規模の施設があり、利用状況に大きな

差が見受けられます。 

・ その他の集会施設については、築 30 年から 40 年以上を経過した施設が多いことから、地域の特性や

配置バランスと財政状況等を考慮しつつ、周辺施設への機能移転による複合化や統廃合等を検討しま

す。 

・ 員弁健康センターについては、保健センター建設に係る「公共施設等適正管理推進事業債」の適用施

設であることから、令和 6 年度中に処分する方向です。 

・ 利用者が地域住民に限定されている施設については、地域への譲渡等を検討します。 

・ 今後とも継続する施設については、指定管理者制度や民間委託の活用等、効率的な運営形態による維

持管理経費の削減に向けた手法等を検討します。



３４

（３） 社会教育系施設 
① 施設基本情報 

図表　施設の一覧※10 

 
 

図表　年代別の更新費用 

 

 
図表　維持管理経費の内訳 

 

用途中分類 施設名称 地区
建物
棟数
(棟)

延床
面積
（㎡）

建築年度
（代表）

築年数

図書館 いなべ市大安図書館 大安 1 286.94 1986 35

桐林館 北勢 3 352.00 1938 83

郷土資料館 大安 2 1,455.00 1969 52

6 2,094 1964 57

博物館等

合計・平均

※10　上記の他、員弁図書館（令和 3（2021）年 5月に員弁庁舎内へ移転）、北勢図書館（北勢市民会館に併

設）、藤原図書館（藤原文化センター2階）の 3 つの図書館があります。

（百万円）
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図表　利用者数の推移 

 

図表　貸出冊数の推移 

 



３６

② 施設の現状、課題及び今後の方向性 

 ＜施設の現状＞ 

・ 築年数の平均は 57 年、大規模改修の目安となる築 30 年を経過した施設が 3施設（100％）を占めてい

ます。 

・ 今後 39 年間の更新費は、総額 10.2 億円と推計されており、令和 31（2049）年度に建替えのピークが

到来します。 

・ 平成 30（2018）年度から令和 2（2020）年度までの維持管理コストは、27.6 百万円/年、内訳は博物

館等が 18.0 百万円（65.2％）、図書館が 9.6 百万円（34.8％）となっています。 

・ 図書館の平成 30（2018）年度から令和 2（2020）年度までの利用者数は、14,639 人/年となっていま

す。 

・ 博物館等の平成 30（2018）年度から令和 2（2020）年度までの利用者数は、9,354 人/年（1 施設当た

り 4,677 人）となっています。

 ＜課題及び今後の方向性＞ 

・ 図書館は、市民からの要望に合わせながら集約していきます。 

・ 桐林館は、平成 26（2014）年 10 月 7 日に国登録有形文化財として登録されたことから、適切な維持

保全に努めていきます。 

・ 郷土資料館は、収蔵機能を旧中里小学校へ移転します。展示機能についても旧中里小学校、藤原文化

センターへの移転を検討します。 

・ 藤原自然科学館については、施設の老朽化に伴い平成 24（2012）年に藤原文化センターに移転したこ

とから、適切な維持管理に努めていきます。



３７

（４） 学校教育系施設 
① 学校教育系施設の基本情報 

図表　施設の一覧 

 

図表　年代別の更新費用 

 

用途中分類 施設名称 地区
建物
棟数
(棟)

延床
面積
（㎡）

建築年度
（代表）

築年数

十社小学校 北勢 8 3,994.00 1980 41

プール 366.50 1968 53

治田小学校 北勢 8 5,361.81 1983 38

プール 397.80 1965 56

阿下喜小学校 北勢 11 5,049.96 1981 40

プール 520.90 1969 52

山郷小学校 北勢 11 5,223.58 1985 36

プール 401.70 1969 52

員弁西小学校 員弁 5 6,229.82 2009 12

プール 400.00 2010 11

員弁東小学校 員弁 8 5,427.61 2013 8

プール 400.00 2013 8

笠間小学校 大安 6 4,605.36 2018 3

プール 400.00 2010 11

三里小学校 大安 6 5,521.00 1987 34

プール 355.00 1999 22

石榑小学校 大安 9 7,714.00 2005 16

プール 420.00 2006 15

丹生川小学校 大安 13 2,865.00 1973 48

プール 325.00 1976 45

藤原小学校 藤原 4 12,622.00 2016 5

プール 325.30 2016 5

北勢中学校 北勢 17 10,329.84 1987 34

員弁中学校 員弁 7 8,623.43 1991 30

大安中学校 大安 20 11,168.93 2014 7

藤原中学校 藤原 10 8,866.00 2004 17

大安学校給食センター 大安 1 1,449.00 1996 25

藤原学校給食センター 藤原 1 650.00 2003 18

145 105,701 1995 27合計・平均

小学校

中学校

その他教育施設

（百万円）
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図表　維持管理経費の内訳 

 

図表　在籍者数の推移 

 



３９

図表　施設の配置状況 

 

十社小学校

治田小学校

阿下喜小学校

山郷小学校

員弁西小学校

員弁東小学校

笠間小学校

大安中学校 
大安学校給食センター

三里小学校石榑小学校

丹生川小学校

藤原小学校 
藤原中学校 
藤原学校給食センター

北勢中学校

員弁中学校
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② 施設の現状、課題及び今後の方向性 

 ＜施設の現状＞ 

・ 築年数の平均は 27 年、大規模改修の目安となる築 30 年を経過した施設が 13 施設（46.4％）を占めて

います。 

・ 今後 39 年間の更新費は、総額 146.7 億円と推計されており、令和 9（2027）年度にかけて建替えのピ

ーク、令和 28（2046）年度にかけて更新費のピークが到来します。 

・ 平成 30（2018）年度から令和 2（2020）年度までの維持管理コストは、228.6 百万円/年、内訳は小学

校が 95.8 百万円/年（41.9％）、中学校が 111.9 百万円/年（49.0％）、その他教育施設が 20.9 百万円/

年（9.1％）となっています。 

・ 小学校の平成 30（2018）年度から令和 2（2020）年度までの在籍者数は、2,343 人/年（1施設当たり

213 人）となっています。 

・ 中学校の平成 30（2018）年度から令和 2（2020）年度までの在籍者数は、1,196 人/年（1施設当たり

299 人）となっています。

 ＜課題及び今後の方向性＞ 

・ 学校については、義務教育施設として児童生徒が過ごす場であることから、耐震改修の促進による施

設の安全性確保を最優先に実施してきました。今後は、学校施設を長期的に使用できるよう、計画的

な維持保全や長寿命化に向けた改修等に取り組みます。 

・ 学校は、地域の拠点施設として、余裕スペース（空き教室等）や学校開放の活用による周辺施設との

複合化やｽﾎﾟｰﾂ施設との集約化等を検討します。 

・ 将来的には、令和 27（2045）年までの 30 年間に年少人口は 0.6 万人から 0.4 万人まで減少すること

が想定されています。今後の児童生徒数の減少を見据え、「公立小学校・中学校の適正規模・適正配置

等に関する手引」（文科省）等の考え方を参考に、必要に応じて適正な学校規模や施設配置による校区

再編等を検討します。 

・ 「学校施設と他の公共施設等との複合化検討部会」（文部科学省）による複合化の推進の考え方を参考

にしつつ、令和 2（2020）年度を目途に空き教室等の有効活用や長寿命化対策等の計画の策定を検討

します。 

・ 学校給食センターについては、センター方式による 2拠点及び自校方式（北勢地区の 4小学校）によ

り給食を供給しています。今後は、安心安全な学校給食の提供に向けて、設備の老朽化等に伴う修繕

費の増大等に留意しつつ、今後の児童生徒数の減少を見据えた適切な規模や配置、運営方式等を検討

します。 

・ プールについては、昭和 40 年代に建てられた施設が 4 施設あり、今後、老朽化に伴う修繕や建替えが

必要です。また、近年の猛暑や獣害により、プール授業が実施できない日が増えている現状から、天

候や獣害等に影響されない温水プールを建設し、施設の統合を推進していきます。



４１

（５） 子育て支援施設 
① 施設基本情報 

図表　施設の一覧※11 

 

 

図表　年代別の更新費用 

 

用途中分類 施設名称 地区
建物
棟数
(棟)

延床
面積
（㎡）

建築年度
（代表）

築年数

治田保育園 北勢 1 1,021.06 2003 18
いなべ・東員教育支援センター「ふれあい教室」 北勢 3 878.26 1974 47

ほくせい保育園 員弁 1 1,858.27 2016 5

員弁東保育園 員弁 4 1,905.40 2019 2

笠間保育園 大安 3 1,737.82 2013 8

ふじわら保育園 藤原 3 3,254.20 2001 20

放課後児童クラブ  はっぴーきっず 北勢 1 530.00 1976 45

放課後児童クラブなかよし ハッピーきっず 北勢 1 589.74 1977 44

放課後児童クラブすきっぷきっず 北勢 1 139.12 2015 6

放課後児童クラブ　スプリング 員弁 2 795.23 1985 36

大安中央児童センター 大安 4 952.75 1986 35

大安放課後児童クラブ室（さくらんぼ） 大安 1 113.56 2008 13

大安子育て支援センター 大安 1 245.00 2013 8

大安放課後児童クラブ室（Smail） 大安 1 136.63 2020 1

大安放課後児童クラブ室（いしぐれっこ） 大安 1 141.00 2013 8

学童保育所ふじっ子くらぶ 藤原 3 562.32 1973 48

旧ふじわら社会福祉センター 藤原 1 498.00 2003 18

32 15,358 2000 21

保育園

児童施設

合計・平均

※11　上記の施設の一覧他、子育て支援センターとして、員弁子育て支援センターなかよしひろば（員弁西保

育園内）、北勢子育て支援センターすこやかランド（山郷保育園内）、石榑子育て支援センターはっぴい・

はあと（石榑保育園内）、藤原子育て支援センターつくしんぼ（ふじわら保育園内）の 4 施設がありま

す。

（百万円）
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図表　維持管理経費の内訳 

 

 

図表　在籍者数の推移 
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図表　利用者数の推移 
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② 施設の現状、課題及び今後の方向性 

 ＜施設の現状＞ 

・ 築年数の平均は 21 年、大規模改修の目安となる築 30 年を経過した施設が 6施設（35.3％）を占めて

います。 

・ 今後 39 年間の更新費は、総額 44.7 億円と推計されており、令和 35（2053）年度から令和 42（2060）

年度に建替えのピークが到来します。 

・ 平成 30（2018）年度から令和 2（2020）年度までの維持管理コストは、857.0 百万円/年、内訳は保育

園が 787.2 百万円（91.9％）、児童施設が 69.8 百万円（8.1％）となっています。 

・ 保育園の平成 30（2018）年度から令和 2（2020）年度までの在籍者数は、663 人/年（1施設当たり

105 人）となっています。 

・ 児童施設（児童クラブ）の平成 30（2018）年度から令和 2（2020）年度までの在籍者数は、201 人/年

（1 施設当たり 28 人）となっています。 

・ 児童施設（児童センター、子育て支援センター）の平成 30（2018）年度から令和 2（2020）年度まで

の利用者数は、6,487 人/年（1 施設当たり 3,244 人）となっています。

 ＜課題及び今後の方向性＞ 

・ 子育て支援施設については、「いなべ市子ども・子育て支援事業計画」（平成 27年 3月）の考え方との整

合を図りつつ、近隣小学校への機能移転等の連携も視野に入れつつ必要な機能の確保に努めていきま

す。 

・ 保育園は、現在 5 園ありますが、園児数の減少等にあわせて民間への譲渡や統合・廃止を実施する予

定となっています。廃止予定の保育園については、今後のあり方や有効活用を検討します。 

・ 今後とも存続する保育園については、民営化等による運営の見直しを検討します。 

・ 私立保育園との役割分担による、保育ニーズの充足を図ります。 

・ 放課後児童クラブは、一部の施設において築 30 年から 40 年を経過し老朽化が進行していることか

ら、近隣の小学校等の施設への機能移転や改築等を進めます。 

・ 児童館について、令和元年度末で市内全ての児童館は閉鎖されました。今後、施設の再利用や解体等

について検討します。 

・ 子育て支援センターは、保育園との複合施設や併設施設となっていることから、保育園と一体で今後

のあり方を検討します。



４５

（６） ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 
① 施設基本情報 

図表　施設の一覧 

 

 

図表　年代別の更新費用 

 

用途中分類 施設名称 地区
建物
棟数
(棟)

延床
面積
（㎡）

建築年度
（代表）

築年数

北勢武道場 北勢 2 579.00 1983 38

北勢プール 北勢 2 178.00 1984 37

員弁運動公園 員弁 8 5,247.46 1997 24

大安武道館 大安 1 621.00 1991 30

大安海洋センター体育館武道館 大安 2 1,627.80 1978 43

大安スポーツ公園体育館 大安 1 2,234.37 1979 42

大安海洋センター艇庫 大安 2 229.66 1981 40

大安スポーツ公園スパーク大安 大安 2 1,180.07 1995 26

エコ福祉広場 藤原 7 1,250.39 2003 18

藤原第一野球場 藤原 1 224.00 1980 41

藤原運動場 藤原 1 144.00 1989 32

青川峡キャンピングパーク 北勢 26 3,641.00 1996 25

阿下喜温泉 北勢 3 2,618.22 2006 15

ふれあいの駅　うりぼう 員弁 1 556.53 2004 17

屋根のない学校 藤原 1 196.00 2002 19

梅林公園 藤原 15 3,042.55 2002 19

藤原山荘 市外 3 91.86 1982 39

にぎわいの森キャビン棟 北勢 2 19.74 2021 0

宇賀渓観光案内所 大安 1 404.12 1994 27

81 24,086 1993 28

ｽﾎﾟｰﾂ施設

ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ施
設・観光施設

合計・平均

（百万円）
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図表　維持管理経費の内訳 

 

 

図表　利用者数の推移 
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図表　施設の配置状況 

 

北勢武道館 
北勢プール

員弁運動公園

大安武道館

大安海洋センター体育館武道館

大安スポーツ公園体育館 

大安海洋センター艇庫

大安スポーツ公園スパーク大安 

エコ福祉広場

藤原第一野球場

藤原運動場

青川峡キャンピングパーク

阿下喜温泉

ふれあいの駅　うりぼう

屋根のない学校

梅林公園

藤原山荘

にぎわいの森キャビン棟

宇賀渓観光案内所
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② 施設の現状、課題及び今後の方向性 

 ＜施設の現状＞ 

・ 築年数の平均は 28 年、大規模改修の目安となる築 30 年を経過した施設が 9施設（47.4％）を占めて

います。 

・ 今後 39 年間の更新費は、総額 90.7 億円と推計されており、令和 27（2045）年度と令和 38（2056）年

度から令和 41（2059）年度にかけて建替えのピークが到来します。 

・ 平成 30（2018）年度から令和 2（2020）年度までの維持管理コストは、199.1 百万円/年、内訳はｽﾎﾟｰ

ﾂ施設が 97.7 百万円/年（49.1％）、ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ施設・観光施設が 101.4 百万円/年（50.9％）となってい

ます。 

・ ｽﾎﾟｰﾂ施設の平成 30（2018）年度から令和 2（2020）年度までの利用者数は、198,114 人/年（1 施設当

たり 19,811 人）となっています。 

・ ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ施設・観光施設の平成 30（2018）年度から令和 2（2020）年度までの利用者数は、平均

396,663 人（1 施設当たり 66,110 人）となっています。

 ＜課題及び今後の方向性＞ 

・ 「いなべ市公共施設統廃合に関する答申」（平成 21 年 9月）に基づき、公共施設の統廃合は、維持管

理経費が高い施設、大規模改修が必要な施設、安全性に問題がある施設を優先して統廃合を検討しま

す。 

・ ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設については、行政としての関与の必要性を検討のうえ、民営化や譲渡、集約化

を検討します。 

・ 今後とも継続するｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設については、指定管理者制度や民間委託等の活用等、効率的

な運営による維持管理経費の削減に向けた手法を検討します。 

・ ｽﾎﾟｰﾂ施設のうち体育館や野球場等、同一の機能が複数ある施設については、地域の特性や配置バラン

スと利用状況等を考慮し、必要に応じて市内の拠点施設への機能集約や学校開放の利用等による代替

手段を検討します。 

・ ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ施設・観光施設については、利用状況や維持管理経費の状況を考慮しつつ、行政としての関

与の必要性を検討のうえ、今後のあり方を検討します。 

・ 国や県、民間に類似施設がある場合は、必要に応じて集約化等を検討するとともに、継続していく場

合には使用料の見直しによる受益者負担の適正化を検討します。 

・ 北勢プールは、いなべ市民温水プール（仮称：令和 3年度新築工事発注）の建築により廃止し、温水

プール（仮称）完成後 5 年以内に解体します。
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（７） 産業系施設 
① 施設基本情報 

図表　施設の一覧 

 
図表　年代別の更新費用 

 

図表　維持管理経費の内訳 

用途中分類 施設名称 地区
建物
棟数
(棟)

延床
面積
（㎡）

建築年度
（代表）

築年数

治田財産区事務所 北勢 1 255.00 1937 84

北勢東部林業会館 北勢 2 190.28 1982 39

ウッドヘッド阿下喜 北勢 1 628.00 1990 31

員弁町農産物販売施設（うりぼう） 員弁 1 145.00 1996 25

梅戸北ミニライスセンター 員弁 3 868.04 1986 35

大安フラワーセンター 大安 2 585.00 1986 35

丹生川上農機具格納庫、共同作業場 大安 2 492.38 1979 42

大安堆肥センター 大安 6 3,226.50 2001 20

ふじのいち 藤原 1 72.00 1998 23

夢かなえ荘 藤原 1 319.46 2008 13

いなべ市ジビエ生産施設 藤原 1 73.70 2017 4

21 6,855 1989 32合計・平均

産業系施設

（百万円）
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図表　利用者数の推移 

 

 
② 施設の現状、課題及び今後の方向性 

 ＜施設の現状＞ 

・ 築年数の平均は 32 年、大規模改修の目安となる築 30 年を経過した施設が 6施設（54.5％）を占めて

います。 

・ 今後 39 年間の更新費は、総額 21.8 億円と推計されており、令和 32（2050）年度に大規模改修のピー

クが、令和 22（2040）年度に建替えのピークが到来します。 

・ 平成 30（2018）年度から令和 2（2020）年度までの維持管理コストは、63.6 百万円/年となっていま

す。 

・ 平成 30（2018）年度から令和 2（2020）年度までの利用者数は、11,725 人/年（1 施設当たり 2,931

人）となっています。

 ＜課題及び今後の方向性＞ 

・ 利用状況や維持管理経費の状況を考慮しつつ、行政としての関与の必要性を検討のうえ、今後のあり

方を検討します。 

・ 利用者が地域住民に限定される施設については、地域への譲渡を検討します。 

・ 今後とも継続する施設については、指定管理者制度や民間委託の活用等、効率的な運営による維持管

理経費の削減に向けた手法を検討します。
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（８） 保健・福祉施設 
① 施設基本情報 

図表　施設の一覧 

 
 

図表　年代別の更新費用 

用途中分類 施設名称 地区
建物
棟数
(棟)

延床
面積
（㎡）

建築年度
（代表）

築年数

旧十社保育所 北勢 3 552.50 1974 47

旧熟人荘 北勢 1 579.00 1980 41

いなべ市北勢福祉センター 北勢 4 1,734.57 1976 45

いなべ市員弁老人福祉センター 員弁 1 1,461.00 1991 30

大安老人福祉センター 大安 2 1,976.00 1980 41

旧丹生川保育園（シルバー人材・社協） 大安 2 524.00 1975 46

旧笠間第一保育園（もも大安） 大安 1 819.00 1990 31

いなべ市藤原高齢者生活支援センターいこい 藤原 1 1,165.89 2004 17

いなべ市藤原デイサービスセンター 藤原 1 1,050.00 2000 21

旧ふじわら作業所 藤原 1 697.00 1981 40

たんぽぽ作業所 北勢 1 799.00 2003 18

いなべ市山郷重度障害者生活支援センター 北勢 1 644.00 2011 10

旧員弁東保育園 員弁 3 910.80 1981 40

いなべ市大安障害者活動支援センター 大安 4 2,021.20 1996 25

麺工房はな 藤原 1 100.59 1956 65

いなべ市オレンジ工房あげき 北勢 2 2,054.47 2017 4

いなべ市大安ぴあハウス 大安 1 553.89 2016 5

福祉施設 いなべ市篠立きのこ園・いなべ市立田農園 藤原 12 2,370.68 2017 4

42 20,014 1992 29合計・平均

高齢福祉施設

障害福祉施設

（百万円）
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図表　維持管理経費の内訳 

 

 

図表　利用者数の推移 
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② 施設の現状、課題及び今後の方向性 

 ＜施設の現状＞ 

・ 築年数の平均は 29 年、大規模改修の目安となる築 30 年を経過した施設が 10 施設（55.6％）を占めて

います。 

・ 今後 39 年間の更新費は、総額 57.4 億円と推計されており、令和 38（2056）年度から令和 42（2060）

年度にかけて建替えのピークが到来します。 

・ 平成 30（2018）年度から令和 2（2020）年度までの維持管理コストは、18.2 百万円/年、内訳は、高

齢福祉施設が 18.2 百万円/年（100.0％）、障害福祉施設が 0百万円（0.0％）となっています。 

・ 障害福祉施設の平成 30（2018）年度から令和 2（2020）年度までの利用者数は、114 人/年（1施設当

たり 23 人）となっています。

 ＜課題及び今後の方向性＞ 

・ 今後の高齢福祉サービスについては、「多様な市民参加による共助のあり方に関する答申」（平成 24 年

2月）に基づき、行政による公助のみならず地域の共助、民間事業者等によるサービス提供等、多様

な主体との連携によって実施していくことを検討します。 

・ 平成 27（2015）年 4 月の法改正による介護保険給付から市町村が実施する地域支援事業への移行によ

り、いなべ市方式の地域包括ケアシステムの構築が必要です。 

・ 合併により引き継いだ旧町ごとに設置されている福祉センターは、築 30 年以上を経過した施設があ

り、老朽化対策や統廃合等、今後のあり方について検討します。なお、大安老人福祉センターは令和

4年度に解体します。また、北勢福祉センターについては、保健センター建設に係る「公共施設等適

正管理推進事業債」の適用施設であることから、令和 6年度中に処分する方向です。 

・ 障害福祉施設は、障がいのある人が安心して日常生活を送るために、利用者にあったサービスを提供

している重要な施設です。各種制度や地域生活を支えるサービス提供体制の充実に取り組んでいきま

す。
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（９） 公営住宅 
① 施設基本情報 

図表　施設の一覧 

 

図表　年代別の更新費用 

 

図表　維持管理経費の内訳 

用途中分類 施設名称 地区
建物
棟数
(棟)

延床
面積
（㎡）

建築年度
（代表）

築年数

北勢谷坂住宅 北勢 4 586.00 1966 55

いなべ中央住宅 員弁 1 1,469.00 2002 19

員弁畑新田住宅 員弁 4 184.00 1960 61

員弁松之木住宅 員弁 1 110.00 1964 57

員弁石仏住宅 員弁 1 37.00 1960 61

市営フォレスト大安住宅 大安 5 268.90 2008 13

大安樫の木住宅 大安 10 1,596.00 1986 35

大安丹生川住宅 大安 2 159.60 1982 39

大安大泉住宅 大安 4 510.72 1983 38

32 4,921 1979 42合計・平均

公営住宅

（百万円）
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図表　入居戸数の推移 

 

 
② 施設の現状、課題及び今後の方向性 

 ＜施設の現状＞ 

・ 築年数の平均は 42 年、大規模改修の目安となる築 30 年を経過した施設が 7施設（77.8％）を占めて

います。 

・ 今後 39 年間の更新費は、総額 15.1 億円と推計されており、令和 21（2039）年度から令和 22（2040）

年度にかけて建替えのピークが到来します。 

・ 平成 30（2018）年度から令和 2（2020）年度までの維持管理コストは、13.9 百万円/年となっていま

す。 

・ 公営住宅の平成 30（2018）年度から令和 2（2020）年度までの入居戸数は、116 戸/年（1施設当たり

12.9 戸）となっています。 

・ 公営住宅については、これまでにも居住者への譲渡等により、管理戸数の適正化に努めてきました。

 ＜課題及び今後の方向性＞ 

・ 築 50 年以上が経過した住宅については、今後の公営住宅への需要を踏まえ、譲渡や集約化等を検討し

ます。 

・ 一部の住宅では、耐震性の確保に向けた改修等の検討が必要です。 

・ 今後とも継続していく公営住宅については、長寿命化計画や長期修繕計画等の策定を検討し、安全性

や機能向上を図るとともに、適切な維持管理、更新による維持管理経費の削減に努めます。 

・ 今後の運営や整備については、家賃補助による民間の賃貸住宅の活用、施設整備時の民間資本の活用

（PPP/PFI）等、新たな手法を検討します。
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（10） 供給処理施設 
① 施設基本情報 

図表　施設の一覧 

 

図表　年代別の更新費用 

 

図表　維持管理経費の内訳 

 

用途中分類 施設名称 地区
建物
棟数
(棟)

延床
面積
（㎡）

建築年度
（代表）

築年数

員弁リサイクルセンター 員弁 2 440.00 2004 17

北勢粗大ごみ場 北勢 3 66.44 2008 13

大安粗大ごみ場 大安 6 137.08 1986 35

藤原粗大ごみ場 藤原 3 124.49 1996 25

あじさいクリーンセンター 北勢 7 3,769.86 1993 28

いなべ市環境保全センター 大安 1 129.00 1983 38

22 4,667 1995 26合計・平均

供給処理施設

（百万円）
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② 施設の現状、課題及び今後の方向性 

 ＜施設の現状＞ 

・ 築年数の平均は 26 年、大規模改修の目安となる築 30 年を経過した施設が 2施設（33.3％）を占めて

います。 

・ 今後 39 年間の更新費は、総額 11.3 億円と推計されており、令和 25（2043）年度に大規模改修のピー

クが、令和 35（2053）年度に建替えのピークが到来します。 

・ 平成 30（2018）年度から令和 2（2020）年度までの維持管理コストは、366.9 百万円/年となっていま

す。 

・ いなべ市環境保全センターは現在閉鎖中となっていますが、解体や用途転用等の制限があり、今後の

方向性を検討できない現状となっています。

 ＜課題及び今後の方向性＞ 

・ 「いなべ市　一般廃棄物処理基本計画」（令和 4 年度見直し予定）の考え方に基づき、住民や事業所等

の地域社会の積極的な協力と参画を求めながら、排出抑制と再資源化を推進し、ごみの適正かつ効率

的な処理による維持管理経費の削減等を行っていきます。 

・ ごみ処理場（一般廃棄物処分場）のうち、北勢がれき場及び大安一般廃棄物最終処分場は埋め立ての

残余容量が少なくなっており、廃止を予定しています。
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（11） その他施設（駅関連施設、斎場、普通財産、賃借施設等） 
① 施設基本情報 

図表　施設の一覧 

 

 

図表　年代別の更新費用 

 

用途中分類 施設名称 地区
建物
棟数
(棟)

延床
面積
（㎡）

建築年度
（代表）

築年数

伊勢治田駅（公衆便所） 北勢 1 17.98 2000 21

北勢線 北勢 1 39.74 2004 17

大安駅（駅舎） 大安 1 197.06 1986 35

いなべ市スクールバス運行管理センター 北勢 3 449.19 1989 32

いなべ市北勢斎場 北勢 2 603.00 1990 31

旧十社幼稚園 北勢 2 570.90 不明 -

ボランティア会館（旧コスモス作業所） 員弁 1 114.00 1996 25

梅戸北自治会管理農業倉庫 大安 1 245.31 1981 40

除雪機格納庫 藤原 1 37.00 1990 31

旧藤原岳自然科学館の一部 藤原 1 67.00 1981 40

旧西藤原小学校 藤原 8 2,388.00 1969 52

旧白瀬小学校 藤原 7 1,002.00 1979 42

旧立田小学校 藤原 13 2,367.90 1982 39

旧中里小学校 藤原 10 3,349.56 1965 56

52 11,449 971 35合計・平均

駅関連施設

その他

（百万円）
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図表　維持管理経費の内訳 

 

 

② 施設の現状、課題及び今後の方向性 

 ＜施設の現状＞ 

・ 築年数の平均は 35 年、大規模改修の目安となる築 30 年を経過した施設が 10 施設（71.4％）を占めて

います。 

・ 今後 39 年間の更新費は、総額 12.4 億円と推計されており、令和 22（2040）年度から令和 23（2041）

年度にかけて建替えのピークが到来します。 

・ 平成 30（2018）年度から令和 2（2020）年度までの維持管理コストは、53.2 百万円/年となっていま

す。

 ＜課題及び今後の方向性＞ 

・ 駅関連施設については、鉄道利用者の増加に向けた利便性の向上策としてのパーク＆ライドに向けた

取組が不可欠であることから、駐輪場、駐車場を適切に管理し、必要に応じて増設・拡張も検討して

いきます。 

・ 北勢斎場は、設備等の老朽化が進んでいることから設備の修繕等を実施した上で、今後も継続的に運

営します。数年後には、火葬炉及び設備の大規模改修を予定しています。 

・ 用途廃止後の施設については、地域の要望等を踏まえ譲渡や解体等を個別に検討します。
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２. インフラ施設に関する基本方針 

インフラ施設の概況について 

ここでは、インフラの類型ごとに現状、課題及び今後の方向性などを整理しています。なお、本計

画の対象となるインフラ施設は下表のとおりです。なお、インフラ施設については、策定済もしくは

今後策定予定の長寿命化計画等の個別計画の策定に伴い具体的な実施策を検討します。 

 

図表　インフラ施設の一覧 

 類 型 主な資産 種 別 数 量

 
道路

一般市道 実延長 896km 

 農道 実延長 122km 

 林道 実延長 84km

 

橋梁

橋梁 延長 6.6km

 橋梁数 561 橋

 横断歩道橋 橋梁数 1 橋

 橋梁（林道） 橋梁数 43 橋

 

上水道 上水道

管路延長 650km
 (送水管、配水管、導水管)

 水源数 20 箇所

 配水池数 28 箇所

 浄水場数 16 箇所

 ポンプ施設数 15 箇所

 

下水道

公共下水道 管路延長 454km

 処理区数 22 処理区

 農業集落排水 管路延長 69km

 処理区数 11 処理区

 合併処理浄化槽 処理人口数 1,776 人

 マンホールポンプ場 中継ポンプ数 319 箇所

 トンネル 延長 24m

 トンネル数 1 箇所

 

道路附属物

道路灯 1,052 基

 道路標識 102 基

 道路法面・土木構造物 218 箇所

 道路舗装 140 路線

 202km

 準用河川 河川数 80 河川

 その他 延長 72km

 インフラ 普通河川 河川数 111 河川

 施設等 延長 113km

 ため池 箇所数 86 箇所

 総貯水量 18,940,100 ㎥

 

公園

都市公園 5 箇所

 農業公園 2 箇所

 児童公園 3 箇所

 その他公園 67 箇所

 
鉄道（北勢線）

路線距離（営業キロ） 20km

 駅数 13 駅

 輸送人員 約 200 万人/年
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（１） 道路 
① 基本情報 

図表　県内 14 市との一般市道、農道、林道の実延長の比較 

 

 

② 現状、課題及び今後の方向性 

国勢調査 行政面積 一人当たり 行政面積 農道 林道

（R2) (R3） 実延長 当たり実延長 (H31) (H31)

人口(人) (ｋ㎡) 実延長(kｍ) 面積(k㎡) m/人 ｋm/ｋ㎡ 延長(kｍ) 延長(kｍ)

いなべ市 44,973 219.8 896.6 4.4 19.9 4.1 121.7 82.6 

津市 274,537 711.2 3,483.5 16.5 12.7 4.9 298.0 246.5 

四日市市 305,424 206.5 2,195.1 11.9 7.2 10.6 6.9 1.6 

伊勢市 122,765 208.4 887.4 4.8 7.2 4.3 64.8 16.0 

松阪市 159,145 623.6 1,903.7 9.6 12.0 3.1 201.7 258.8 

桑名市 138,613 136.7 1,070.8 6.7 7.7 7.8 231.2 10.2 

鈴鹿市 195,670 194.5 1,806.2 8.7 9.2 9.3 92.2 6.0 

名張市 76,387 129.8 858.7 5.1 11.2 6.6 40.6 50.7 

尾鷲市 16,252 192.7 203.4 0.8 12.5 1.1 10.7 69.6 

亀山市 49,835 191.0 549.5 2.9 11.0 2.9 63.6 65.1 

鳥羽市 17,525 107.3 251.5 1.2 14.3 2.3 49.0 6.9 

熊野市 15,965 373.4 403.1 1.5 25.3 1.1 64.5 170.4 

志摩市 46,057 178.9 665.2 2.8 14.4 3.7 127.1 22.6 

伊賀市 88,766 558.2 2,333.9 13.6 26.3 4.2 201.7 223.7 

平均 110,851 288.00 1,250.6 6.5 13.6 4.7 112.4 87.9

自治体名

市町村道

(H31)

 ＜現状＞ 

・ 市民一人当たりの市町村道の実延長は、県内 14 市中 3 番目に多く、行政面積当たりでは 8番目に多く

なっています。 

・ 農道の延長は、県内 14 市中 6 番目、林道の延長は、5 番目に多くなっています。 

・ 平成 24（2012）年度から平成 25（2013）年度にかけて、道路ストック点検（路面性状調査、道路付属

物点検、道路防災点検等）を実施し、対処すべき不具合や異常等の把握に努めました。

 ＜課題及び今後の方向性＞ 

・ 市民一人当たりの市町村道実延長が多いことから、将来の更新負担が大きくなることが想定されます。 

・ 道路施設については、点検パトロールや法定点検、数年に一度の一斉点検等を確実に実施し、不具合

の早期発見に努めます。 

・ 県道、市道の未改良箇所の順次改良や幹線道路を軸とした市域の一体的で有機的な道路網の形成、冬

期の山間部の除雪、融雪体制の充実などが必要です。 

・ 東海環状自動車道の整備において、令和6年度の北勢ＩＣ（仮称）開通、令和8年度の全線開通時に機能を十

分に発揮できるよう財政状況や必要性を踏まえた市内道路網の整備等、新たなニーズへの対応を図ります。 

・ 生活道路として利用している道路が狭小、未改良であり車輌・歩行者の通行に支障を来たしている箇

所があることから、道路の拡幅や改良等の実施を検討します。 

・ 道路施設については、交通量に応じた効率的な工法等を採用することで、維持管理にかかるライフサ

イクルコストの削減に向けた手法を検討します。 

・ 災害時の拠点となる施設につながる道路等については、優先的に機能の維持や更新等を検討します。
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（２）　橋梁 
① 基本情報 

図表　橋梁の年度別整備状況 

 

 

図表　対症療法型と予防保全型の工事費予測（いなべ市橋梁長寿命化計画より） 

 

 

（千円） （千円）
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② 現状、課題及び今後の方向性 

 

図表　橋梁点検フロー（いなべ市橋梁長寿命化修繕計画より） 

 

 ＜現状＞ 

・ 本市では、561 橋、実延長 6,614ｍの橋梁を保有しています。法定耐用年数である 60 年を経過した橋

梁は 45 橋（8.0％）、662m（10.0％）、50 年以上経過した橋梁は 97 橋（17.3％）、1,297m（19.6％）と

なっており、今後 10 年間で耐用年数を経過する橋梁が大幅に増加することが想定されています。 

・ 「いなべ市橋梁長寿命化修繕計画」（平成 29 年 3月）では、橋長 15m 以上の 98 橋のうち、架設後 50

年以上を経過した橋梁が 97 橋（17％）、20 年後には 319 橋（57％）に増加し、老朽化が一斉に進行す

ることを想定しています。

 ＜課題及び今後の方向性＞ 

・ 「いなべ市橋梁長寿命化修繕計画」（平成 29 年 3月）の考え方に基づき、「対症療法型」から「予防保

全型」への転換を図り、長寿命化や効率的な維持管理手法によって、修繕や架替等にかかるライフサ

イクルコストの削減を目指します。 

・ 日常点検、定期点検（5 年に 1 度の法定点検）、臨時点検、詳細点検を確実に実施することで、橋梁の

不具合や劣化状況を確実に把握し、修繕や架替を実施します。 

・ 令和 4 年度に橋梁の長寿命化修繕計画を策定（改訂）予定です。
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（３）　上水道 
① 基本情報 

図表　上水道及び簡易水道の主要施設一覧 

 
 

② 現状、課題及び今後の方向性 

種別 総延長(km) 箇所数 計画水量・処理量（㎥/日） 容量（㎥）

管路（総延長） 650 ― ― ―
（送水管） 71 ― ― ―
（導水管） 11 ― ― ―
（配水管） 568 ― ― ―

水源 ― 20 29,522
配水池 ― 28 ― 26,091
浄水場 ― 16 32,522 ―
ポンプ施設 ― 15 ― ―

 ＜現状＞ 

・ 施設管理の合理化や維持管理経費の削減等の経営努力を続けているものの、水道会計は厳しい状況に

あります。 

・ 上水道の普及率は、100％と市内全域に供給できる体制となっています。 

・ 配水池等の基幹施設については、これまでに耐震化を推進してきましたが、耐震化の必要がある配水

池が一部あります。 

・ 水源である山林の荒廃や設備等の老朽化により、安定した水質と水量の確保が困難な施設がありま

す。

 ＜課題及び今後の方向性＞ 

・ 「いなべ市水道ビジョン」（平成 31 年 3 月）及び「水道事業基本計画」の考え方との整合を図りつ

つ、上水道施設の適切な維持管理や整備を図ります。 

・ 上水道事業については、人口減少や節水意識の向上等による水需要や料金収入の減少を踏まえ、行政

の果たすべき役割を見直すとともに、効果や効率性の観点等から所期の目的を達成したものや事業効

果の薄れたものは、廃止・休止・縮小・簡素化等を検討します。 

・ 上水道施設の点検診断や施設経営については、必要性や有効性を考慮しつつ民間委託等を検討しま

す。 

・ 老朽化した簡易水道施設を上水道へ統合するため、送水管や配水管工事等を実施していきます。上水

道への統合によって、重複する施設を廃止することで維持管理経費の削減を図ります。 

・ 管路の老朽化にともない漏水が発生していることから、点検診断や修繕が必要となっています。既存

管路の更新にあたっては、耐震管種への切り替えを推進します。 

・ 点検診断の効率化や管路の長寿命化によるライフサイクルコストの低減が可能な手法を検討します。 

・ 災害等の非常時における対策マニュアルをより現実的な形態に修正する等、災害対応に向けた取組を

推進します。
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（４）　下水道 
① 基本情報 

図表　下水道の事業別年度別整備状況（いなべ市下水道ビジョンより） 

 
 

② 現状、課題及び今後の方向性 

 ＜現状＞ 

・ 整備後 20 年以上経過した管路が 2 割程度となっており、これらは今後 30 年程度で法定耐用年数であ

る 50 年を経過します。 

・ 農業集落排水は、昭和 63（1988）年度の整備開始から 33 年を経過し、老朽化に伴う更新・改築が必

要になってきています。また、供用開始時期が集中しているため、今後、更新・改築等の更新時期の

集中が想定されます。

 ＜課題及び今後の方向性＞ 

・ 「いなべ市下水道ビジョン」（平成 27 年 3月）の考え方との整合を図りつつ、下水道施設の適切な維

持管理や整備を図ります。 

・ 人口減少等に伴い汚水量の減少が想定されることから、将来の需要予測に基づき、必要に応じて既存

の整備計画の見直しを図ります。 

・ 12 地区ある農業集落排水区域のうち 4地区を段階的に隣接する公共下水道へ取り込み、維持管理経費

の削減を図ります。 

・ 市内住宅地のほぼ全域で公共下水道事業または農業集落排水事業を実施していますが、老朽化により

更新が必要になっている施設があります。 

・ 災害時でも最低限の事業が継続できるよう管路の耐震化や体制構築に向けて取り組みます。 

・ 平成 31 年度から地方公営企業法の適用による企業会計へ移行済であり、固定資産台帳や財務書類等の

活用により経営状況を明らかにし、より透明性が高い経営手法のもと、一層の基盤強化を図ります。 

・ 点検診断の効率化や管路の長寿命化によるライフサイクルコストの低減が可能な手法を検討します。



６６

（５）　その他インフラ施設等 
本市では、本計画にて方向性を整理してきたインフラ施設以外に、以下のインフラ施設等を保有

しており、今後類型ごとに方針を検討し適切な維持管理や更新に努めていくこととします。 

図表　その他インフラ施設等の一覧 

 類型 対象となる施設等 現状と課題、今後の方向性等

 

トンネル トンネル

・ 供用中のトンネルは、麻生田墓下トンネル 1 箇所のみ

で、建設されて以来、100 年以上が経過しています。今後

老朽化が進むことで、通行者の安全確保が困難になるこ

とが予想されるため、個別修繕計画を策定し、定期点検

を行い計画的な修繕を実施します。

 

道路附属物

道路灯 

道路標識 

道路法面・土木構造物 

道路舗装

・ 道路ストックの総点検により、道路灯は 1,052 箇所のう

ち市道に設置された 740 基、道路標識 102 基、切土法面

57 箇所、盛土 57 箇所、擁壁 92 箇所、カルバート 10 箇

所、主要幹線道路 140 路線（201.9km）の状況を把握しま

した。 

・ 点検結果より、老朽化の激しい道路附属物については、

順次廃止や更新等を検討します。

 

河川

準用河川　 80 河川 

　　　　　 72km 

普通河川　111 河川 

　　　　　113km

・ 近年の傾向として局地的な集中豪雨の発生等により、上

流から多量の土砂等が流れ、準用河川、普通河川におい

ても河床に土砂が堆積している状況がみられます。 

・ 定期及び日常のパトロールを実施することにより、不具

合等を早期に発見し、維持管理経費の削減を図ります。 

・ 災害が発生した際には、現地の状況を把握し、国の補助

金等を活用して復旧に努めます。

 

ため池 86 箇所

・ 令和 3 年(2021)年度から、市が管理するため池 86 箇所の

うち、防災上重点農業用ため池の 61 箇所について、耐震

調査等を随時実施していきます。

 

公園

77 箇所 

（都市公園、農業公園、 

児童公園、その他公園）

・ 平成 21（2009）年度に公園のあり方検討部会において、

本市の公園 72 箇所(平成 21 年度時点)について、維持、

処分、利用促進、地元調整による譲渡等の方向性を検討

しました。 

・ 公園遊具については、将来的な修繕の実施主体や事故に対

する責任の所在が明確になっていないものがあります。 

・ 当初の設置目的と相違があったり、役割を終えた公園に

ついては、譲渡や廃止等を検討します。

 

鉄道

営業キロ数:20.4km 

輸送人員： 

約 200 万人／年

・ 北勢線については、平成 15（2003）年度から、近畿日本

鉄道（株）に代わり、三岐鉄道（株）が事業者となり、

現在に至っています。 

・ 設備の老朽化の対応として国の地域公共交通確保維持改

善事業により設備の更新を図ることとし、国・県・沿線

市町（四日市市・東員町）との協調補助により平成 25

（2013）年度から令和 7（2025）年度まで支援を実施する

こととなっています。 

・ 「第２次いなべ市総合計画基本計画」において、鉄道利

用者の向上に向けた施策を展開し、交流人口の増加を図

るための取組を実施していくこととしています。

 

林道施設(橋梁) 43 橋

・ 令和元年度に実施した林道施設（橋梁）の点検結果に基

づき個別施設計画を策定しました。 

・ 今後も 5年サイクルで定期点検を実施します。
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まとめ 

今回、本計画の策定を通じて、公共施設等が抱える課題を整理するとともに、課題解決に向けた基

本的な方向性を整理しました。今後は、公共施設等の維持管理、更新における課題解決に向け、以下

の取組を行っていきます。 

 

公共建築物については、複合化や統廃合、譲渡などの取組による総量の縮減や、運営形態の適正化

等の検討を進め、適正配置計画や長寿命化計画等の個別計画の策定を検討します。また、将来にわた

って市民のみなさんが必要とする機能を維持していくため、本市のみならず、周辺自治体や国、県、

民間事業者との連携等を通じた創意工夫を図っていく手法を検討します。 

インフラ施設については、市民生活に欠かすことのできないサービスを提供していることから、

将来にわたって安心安全に利用していくため、計画的な維持管理、更新を将来にわたって持続する

とともに、幹線道路の整備等、新たなニーズに応じた整備を検討します。インフラに関する取組は今

後本格化することとなりますが、的確な現状把握と優先度に基づく計画的な更新を実施していきま

す。これによって、これまで以上に効率的、効果的に維持管理を行っていくとともに、将来の需要予

測に基づく規模の適正化やダウンサイジングなどの新たな取組についても検討していきます。 

 

本市では、建物や道路等のハード整備を重視する考え方から、保有資産を最大限有効活用してい

くという、「ハードから機能重視」へと発想を転換し、市民の共通財産である公共施設等を将来にわ

たって持続可能な形で継承していくことを目指します。 

 



 

　　いなべ市公共施設等総合管理計画 
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行政改革アクションプラン　実施項目一覧

項目

番号

1  職員の育成による市民サービスの向上 職員課 P1

2  組織横断的な交流・連携による組織の対応力向上 職員課、関係各課 P2

3  人的資源の適正配分と労働時間の適正化 職員課 〇

4  多様な働き方の実現 政策課 P3

職員課 P4

業務課 P5

5  ＲＰＡ、ＢＰＲの推進 政策課、情報課 P6

6  電子化の推進による業務の効率化 会計課、関係各課 〇

契約管理課 〇

7  デジタル技術を活用した効果的・効率的な内部事務の推進
議事課、庶務課、

関係各課（政策課）
P7

情報課、関係各課 P8

法務課、関係各課 P9

監査事務局、
関係各課

〇

資産税課 〇

 (1) 公共施設等マ
      ネジメントの推
      進

8  公共施設等マネジメントの推進
管財課、教育総務
課、生涯学習課、

関係各課
〇

9  効果的な予算編成業務 財政課 〇

10  公用車の適正化 管財課、関係各課 P10

11  投開票事務の効率化
選挙管理委員会

事務局
〇

12  補助金・負担金の総点検 政策課、関係各課 〇

13  受益者負担の適正化(施設使用料・手数料)の総点検 政策課、関係各課 〇

14  受益者負担の適正化(サービス利用料等)の総点検 政策課、関係各課 〇

15  徴収率の維持・向上 納税課 P11

保険年金課 P12

介護保険課 P13

水道総務課 P14

16  特別徴収の推進 市民税課 〇

17  市有財産の有効活用・処分 管財課、関係各課 P15

18  寄附金制度の有効活用 商工観光課 P16

19  効果的な資金運用 会計課、関係各課 〇

 (4) 特別会計の健
      全化

20  特別会計の健全化 財政課、関係各課 〇

基本方針 施策 実施項目（案） 担当課 5月23日 7月25日 8月22日

(1) 挑戦と改革の視
     点を持った職員
     の育成

(2) 職員一人ひとり
     が能力を発揮で
     きる職場環境づ
     くり

 (2) 経常的な経費
      の抑制

基
本
方
針
１

　職
員
力
と
組
織
力
の
向
上

 (3) 業務改革によ
      る生産性の向
      上

基
本
方
針
Ⅱ
 
未
来
に
つ
な
ぐ
持
続
可
能
な
財
政
基
盤
の
確
立

 (3) 安定的な自主
      財源の確保
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行政改革アクションプラン　実施項目一覧

項目

番号
基本方針 施策 実施項目（案） 担当課 5月23日 7月25日 8月22日

21  行政手続のオンライン化の拡充 情報課、関係各課 P17

22  ICTの活用等による窓口機能の利便性の向上 情報課、市民課 P18

23  公民連携（ＰＰＰ／ＰＦＩ）事業の推進 政策課、関係各課 P19

24  指定管理者制度の効果的活用 管財課、関係各課 〇

 (3) 市民ニーズに
      応じた行政
      サービスの提
      供

25  行政評価の効果的な運用 政策課 〇

基
本
方
針
Ⅲ
 
効
果
的
・

効
率

的
で
安
定
し
た
行
政
サ
ー
ビ
ス

の
構
築

(1) 行政サービスの
     デジタル化の推
     進

 (2) 多様な主体と
      の連携と協働



基本方針１　職員力と組織力の向上

　　（３）業務改革による生産性の向上

5 担当課 財政効果 〇

令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度

調査・研究 各部署での 実施に向けた調整・検討

令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度

目標数値 ― ―
(進捗に応じて 

設定)
(進捗に応じて 

設定)
(進捗に応じて 

設定)

実績数値

目標数値 RPA 10件 RPA １５件
(調整・検討の進捗

に応じて設定)
(調整・検討の進捗

に応じて設定)
(調整・検討の進捗

に応じて設定)

実績数値

行政改革アクションプラン

項目番号 政策課

実施項目 ＲＰＡ、ＢＰＲの推進

目 的 業務プロセスについて検証し、業務の効率化を図る。

取組概要

〇パソコン上で行う定型的な事務作業を洗い出しを行い、RPAの利用拡大を推進し、業務
   全体の生産性の向上を図ります。これにより、職員が職員でなければできない業務に
　 注力できる体制を構築する。

〇特に定型的で業務量の多い業務（長時間労働が多い業務）などを対象として、業務プロセ
   スの検証（ＢＰＲの推進）を行い、改善・見直しを行うことで業務の効率化を図る。 

実施時期

1 ＢＰＲ推進手法の検討

2 RPA等を活用した業 務効率化

3

評価指標

効果額

効果額の捉え方
業務の効率化により、当該業務に要していた作業時間の縮減分を人件費に換算し、 
効果額とする。

効果額

効果額の捉え方
業務の効率化により、当該業務に要していた作業時間の縮減分を人件費に換算し、 
効果額とする。

参考

※BPR／ビジネス・プロセス・リエンジニアリングの略。業務内容やその流れ（業
   務プロセス）を分析し最適になるよう設計した上で、業務内容や業務プロセス
   を再構築すること。
※RPA／ロボティック・プロセス・オートメーションの略。パソコン上で行う定型
　的な事務作業をソフトウェアロボットが自動化する技術のこと。

実施内容

1

BPR実施件数 
(累計)

2

RPA操作シナリオの作成
件数 (累計)

調査・研究 各部署での実施に向けた調整・検討

利用拡大に向けた調整 ＢＰＲの実施と併せて調整・検討

取組により財政効果が表れる項

目には「○」を記入しています。

取組の実施内容を年度ごとに表してい

ます。必要に応じて見直しを行います。

取組の評価指標を設定し、目標数値を年度ごと

に表しています。必要に応じて見直しを行います。

財政効果を「○」としている項目については、取組

による効果額とその捉え方を記載しています。

実施項目が位置付けられている

基本方針と施策を示しています。



基本方針１　職員力と組織力の向上

　　(1) 挑戦と改革の視点を持った職員の育成

1 担当課 財政効果 ―

令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度

実施・検 証

令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度

目標数値 ー
令和８年度実績を

基に設定する
前年度以上 前年度以上 前年度以上

実績数値

項目番号 職員課

実施項目 職員の育成による市民サービスの向上

目 的
多様化・複雑化する行政課題に的確に対応するために、自律的に行動し自ら成長する職員を育成するこ
とで、市民サービスの向上につなげる。

取組概要

いなべ市人材育成基本方針に基づき、職員一人ひとりがキャリアプランを持ち自律的に取り組めるよ
う次の取り組みを実施する。

○職員自身が、職務経験及び自身の職務遂行状況、能力、適性を把握することにより、適切な人事配置
  や能力開発ができるよう支援する。 

○キャリア形成（自己申告制度の充実：複数職場の経験）を通して、挑戦と改革の視点を持った職員の
   育成をする。

主な事業 ○職員人事管理事務  〇自治研究センター事業

実施時期

1
育成型ジョブ・ローテーションの
実施によるキャリア形成支援
（対象：主事級職員）

2 キャリアプランの作成支援

評価指標

1

2

参考

・Ｒ８度までに「キャリアデザイン研修」※を実施し、その後の自己申告書における
　「キャリアプラン」記入者の率を目標数値とする。
・Ｒ８度までに見直した自己申告制度について、Ｒ11度に職員アンケート実施により検
　証し必要に応じて見直す。

※キャリアデザイン研修／労働者が自身の経験を振り返って自身への理解を深め、こ
　 れからの職業人生を設計するための研修

実施内容

キャリアプラン
のある職員率

研修方法

等の検討
実施・検証

自己申告制度の見直し・実施 検証・見直し・実施

1



基本方針１　職員力と組織力の向上

　　(1) 挑戦と改革の視点を持った職員の育成

2 担当課 財政効果 ―

令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度

実施・検証

実施・検 証

実施・検 証

令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度

目標数値
R7度実績を基に

設定する
前年度以上 前年度以上 前年度以上 前年度以上

実績数値

項目番号 職員課、関係各課

実施項目 組織横断的な交流・連携による組織の対応力向上

目 的
多様化・複雑化する行政課題に効果的かつ効率的に対応するため、組織横断的な課題共有及び意見交
流の促進により協働の意識を醸成し、組織としての対応力の向上を図る。

取組概要

「いなべ市人材育成基本方針」（Ｒ８．４月改定予定）に基づき、組織横断的な交流機会を設け、相談・連
携し合えるネットワークづくりを行い、協働の意識醸成を図る。 

○組織横断的な交流研修等を開催する。

〇組織横断的な課題検討等の会議を開催する。

主な事業 -

実施時期

1 組織横断的な交流研修等の開催

2
組織横断的な課題検討会議等の
開催

3 働きがいアンケートの実施

評価指標

参考
取組の効果は、自己申告時に「働きがいアンケート」を実施し、働きがいを「感じる」、
「やや感じる」と回答した職員率で効果測定する。
R7度に実施した結果を基にＲ８以降の目標数値を定める。

実施内容

1
2
3

働きがいを感じ
る職員率

実施・検証

部門長向け実施
所属長向け実施

管理職以外の職員向け実施

実施・検証

2



基本方針１　職員力と組織力の向上

　　(2) 職員一人ひとりが能力を発揮できる職場環境づくり

4 担当課 財政効果 ―

令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度

令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度

目標数値
Ｒ７度実績を基に

設定する
前年度以上 前年度以上 前年度以上 前年度以上

実績数値

項目番号 政策課

実施項目 多様な働き方の実現

目 的 組織力の向上のため、課題に対する早期対策、早期解決を図る。

取組概要

〇全職員に対して、働き方改革による改善意見提案の実態把握を行い組織の課題を可視化する。

〇可視化した組織の課題は、業務運営検討委員会をはじめ、管理職が先頭に立ち課題解決に向けた取
   組を実施し、職員が能力を発揮しやすい職場環境づくりを行う。

主な事業 -

実施時期

1 課題の早期対策、早期解決

評価指標

参考
働き方改革による改善意見提案に係る改善取組の進捗率は、改善提案の総数に対し
て、改善又は改善の方向性の道筋がついた割合とする。

実施内容

1

働き方改革によ
る改善意見提案
に係る改善取組

の進捗率

調整

検討

実施

調整

検討

実施

調整

検討

実施

調整

検討

実施

調整

検討

実施

3



基本方針１　職員力と組織力の向上

　　(2) 職員一人ひとりが能力を発揮できる職場環境づくり

4 担当課 財政効果 ―

令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度

検討

検討 応

令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度

目標数値
Ｒ７度実績を基に

設定する
前年度以上 前年度以上 前年度以上 前年度以上

実績数値

項目番号 職員課

実施項目 多様な働き方の実現

目 的
職員一人ひとりの状況に応じた多様な働き方を実現することで、ワーク・ライフ・バランスの実現を図
り、職員の意欲を高め、生産性の向上を図る。

取組概要

職員一人ひとりが、働きながらも生活を充実させられるよう、以下の取組を実施する。 

〇時差勤務制度、フレックスタイム制度、テレワーク制度などの調査研究を進め、多様な働き方を支援
   する。 

主な事業 -

実施時期

1 時差勤務制度の拡大

2 フレックス勤務制度の導入

3 テレワーク制度の推進

評価指標

参考 自己申告時にテレワーク制度活用についてアンケート調査し活用率で効果測定する。

実施内容

3
テレワーク制度

活用率

検討結果を踏まえた対応検討

検討 検討結果を踏まえた対応

実施・検討

4



基本方針１　職員力と組織力の向上

　　(2) 職員一人ひとりが能力を発揮できる職場環境づくり

4 担当課 財政効果 ―

令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度

検討 結果を踏まえた対 応

令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度

目標数値 3.35% 3.35% 3.35% 3.35% 3.35%

実績数値

項目番号 　業務課

実施項目 多様な働き方の実現

目 的
障がい者に適した庁内業務の受注調整などにより、年間を通して安定した作業量を確保することで雇
用の維持・拡大を図る。

取組概要

法定雇用率（R８年７月３．０％）を上回る状態を維持する必要があるため、職員課と連携し業務課が雇
用の受け皿となって取り組む。

〇本人の意思を尊重しながら業務の種類や方法をコーディネートする。
〇従事できる作業等を受注業務から切分けたり、新規に探したりして、業務量を確保する。
〇各障がい者の特性を理解し支援担当職員と共有する。
〇新規採用候補者があれば職員課と連携し、業務体験等を実施しながら業務環境を整えていく。

主な事業 -

実施時期

1 受注業務量の維持確保

2 障がい者の特性の理解と共有

3
新規採用候補者の就業体験等実
施

評価指標

参考
※障害者雇用促進法による法定雇用率 R8年7月　3.0％
　 いなべ市　R7年4月現在　3.35％

実施内容

1
2
3

障害者雇用促進
法による法定雇

用率

実施

実施

実施

5



基本方針１　職員力と組織力の向上

   (3) 業務改革による生産性の向上

5 担当課 財政効果 〇

令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度

令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度

目標数値 RPA 10件 RPA １５件
(調整・検討の進捗に応

じて設定)
(調整・検討の進捗に応

じて設定)
(調整・検討の進捗に応

じて設定)

実績数値

目標数値 ― ―
(調整・検討の進捗に応

じて設定)
(調整・検討の進捗に応

じて設定)
(調整・検討の進捗に応

じて設定)

実績数値

項目番号 政策課、情報課

実施項目 ＲＰＡ、ＢＰＲの推進

目 的 業務プロセスについて検証し、業務の効率化を図る。

取組概要

〇パソコン上で行う定型的な事務作業の洗い出しを行い、RPAの利用拡大を推進し、業務全体の生産
   性の向上を図る。

〇特に定型的で業務量の多い業務（長時間労働が多い業務）などを対象として、業務プロセスの検証
   （ＢＰＲの推進）を行い、改善・見直しを行うことで業務の効率化を図る。 

主な事業 -

実施時期

1 RPA等を活用した業 務効率化

2 ＢＰＲ推進手法の検討

評価指標

効果額

効果額の捉え方
業務の効率化により、当該業務に要していた作業時間の縮減分を人件費に換算し、 
効果額とする。

効果額

効果額の捉え方
業務の効率化により、当該業務に要していた作業時間の縮減分を人件費に換算し、 効果額とす
る。

参考

政策課の役割／先進事例を確認し、原課との間でＲＰＡ、ＢＰＲの推進調整
情報課の役割／原課との間でＲＰＡ、ＢＰＲの実施

RPA／ロボティック・プロセス・オートメーションの略。パソコン上で行う定型的な事
務作業をソフトウェアロボットが自動化する技術のこと。
BPR／ビジネス・プロセス・リエンジニアリングの略。業務内容やその流れ（業務プロ
セス）を分析し最適になるよう設計した上で、業務内容や業務プロセスを再構築する
こと。

実施内容

1

RPA操作シナリ
オの作成件数 

(累計)

2

BPR実施件数 
(累計)

調査・研究

各部署での実施に向けた調整・検討利用拡大に向けた調整

ＢＰＲの実施と併せて調整・検討

6



基本方針１　職員力と組織力の向上

   (3) 業務改革による生産性の向上

7 担当課 財政効果 〇

令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度

令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度

目標数値 1件
(調査・研究の進捗

に応じて設定)
(調査・研究の進捗

に応じて設定)
(調査・研究の進捗

に応じて設定)
(調査・研究の進捗

に応じて設定)

実績数値

項目番号
議事課・庶務課、

関係各課（政策課）

実施項目 デジタル技術を活用した効果的・効率的な内部事務の推進

目 的 新たな技術やサービスの導入により、内部事務の効率化や効果的な業務の推進を図る。

取組概要

〇他自治体の導入事例などを参考にしながら、ＡＩ会議録作成システムを使って、会議録作成を効率的
   に行う。

〇一般質問、代表質問、総括質疑の通告書の取扱いについて、新たな技術の導入を検討し、答弁書作
   成における効率化を行う。 

主な事業 ○議会事務局事業　〇議会議員報酬事務

実施時期

1 生成ＡＩの活用

2 新たな技術やサービスの導入

評価指標

効果額

効果額の捉え方
業務の効率化により、当該業務に要していた作業時間の縮減分を人件費に換算し、 
効果額とする。

参考

実施内容

1
新たな技術の 

導入件数

2

検討 検討結果を踏まえた対応

検討 検討結果を踏まえた対応
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基本方針１　職員力と組織力の向上

   (3) 業務改革による生産性の向上

7 担当課 財政効果 〇

令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度

令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度

目標数値 100件
(運用結果を踏まえて

設定)
(運用結果を踏まえて

設定)
(運用結果を踏まえて

設定)
(運用結果を踏まえて

設定)

実績数値

目標数値 ― ― ― ― ―

実績数値

項目番号 情報課、関係各課

実施項目 デジタル技術を活用した効果的・効率的な内部事務の推進

目 的 新たな技術やサービスの導入により、内部事務の効率化や効果的な業務の推進を図る。

取組概要

〇生成ＡＩの活用を推進するとともに、利用に関するガイドラインの見直し等を進める。 

〇BIツール等を活用したEBPMの推進について、他自治体の導入事例などを参考にしながら、調査・
   研究を行う。

主な事業
〇情報管理体制充実事業　〇基盤インフラ整備事業　〇情報処理システム保守事業　
〇システム更新・改修事業　〇情報セキュリティ対策事業　〇自治体DX推進事業 　
○住民情報処理システム保守事業　〇認定審査会情報システム保守事業

実施時期

1 生成ＡＩの活用

2 EBPMの推進

評価指標

効果額

効果額の捉え方
業務の効率化により、当該業務に要していた作業時間の縮減分を人件費に換算し、 
効果額とする。

効果額

効果額の捉え方
業務の効率化により、当該業務に要していた作業時間の縮減分を人件費に換算し、 
効果額とする。

参考

生成ＡＩ／既存のデータを分析して予測や分類を行う従来のＡＩとは異なり、新しいコ
ンテンツ（テキスト、画像、音声など）を自立的に生成するＡＩの一種のこと。
BIツール（ブジネスインテリジェンスツール）／企業が持つさまざまなデータを分析、
見える化して、業務に役立てるソフトウェアのこと。
EBPM（エビデンス・ベースト・ポリシー・メイキング）／政策立案において、経験や直感
ではなく「、客観的なデータやエビデンスを重視し、それに基づいて政策・評価する手
法のこと。

実施内容

1

新たな技術の 
導入件数

2

新たな技術の 
導入件数

運用 運用結果を踏まえた対応

調査研究
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基本方針１　職員力と組織力の向上

   (3) 業務改革による生産性の向上

7 担当課 財政効果 ―

令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度

令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度

目標数値 検討・分類整理 (取組の効果を踏まえ設定) (取組の効果を踏まえ設定) (取組の効果を踏まえ設定) (取組の効果を踏まえ設定)

実績数値

項目番号 法務課、関係各課

実施項目 デジタル技術を活用した効果的・効率的な内部事務の推進

目 的 内部事務の効率化や効果的な業務の推進を図る。

取組概要
〇紙面により収受、起案、決裁等を行っている事務を精査し、電子決裁への移行の可否を検討・分類整
   理した上で、収受、起案、決裁等の事務の電子化を推進する。

主な事業
〇情報公開・個人情報保護審査会事業　〇法制執務支援事業　
〇文書管理支援事業　〇行政不服審査会事業

実施時期

1 電子決裁の推進

評価指標

参考
電子決裁率
①決裁総数に対する電子決裁数　②収受総数に対する電子収受数

実施内容

1 電子決裁率

電子決裁の推進運用
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基本方針２　未来につなぐ持続可能な行財政運営

   (2) 経常的な経費の抑制

10 担当課 財政効果 〇

令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度

使用状況 調査 検討 適正化

令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度

目標数値 ー ー
(検討結果を踏まえ設

定)
(検討結果を踏まえ設

定)
(検討結果を踏まえ設

定)

実績数値

項目番号 管財課、関係各課

実施項目 公用車の適正化

目 的 公用車の保有台数の適正化に取り組み、維持管理経費の削減を図る。

取組概要
〇公用車の台数削減に向けた精査を更に進め、維持管理経費の削減を図る。 
　 公用車について、令和８年度に使用状況を精査し、令和９年度に効率の良い利用と保有台数の適正
　 化に向けた道筋を検討。この結果を受けて、令和１０年度から令和１２年度にかけて適正化をする。

主な事業 〇公用車管理事業　〇公用車購入事業

実施時期

1
公用車の保有台数の適正化等に
向けた取組

評価指標

効果額

効果額の捉え方
公用車の台数削減による維持管理費の削減額を効果額とする。 
公用車の売却等の実績額を効果額とする。 
公用車の管理方法の見直しに伴う歳出抑制額を効果額とする。

参考
公用車／全職員が共有して使用する共用車や各部署がその専門性に応じて限られた職員のみ
が使用する特定車、業務車両等など市が業務で使用する車両。

実施内容

1

公用車の保有
台数 (年度
末)

使用状況

の精査

適正化

の検討 適正化
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基本方針２　未来につなぐ持続可能な行財政運営

   (3) 安定的な自主財源の確保

15 担当課 財政効果 〇

令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度

実施

令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度

目標数値 前年度実績以上 前年度実績以上 前年度実績以上 前年度実績以上 前年度実績以上

実績数値

項目番号 納税課

実施項目 徴収率の維持・向上

目 的 税や保険料等の負担の公正性を保つとともに、安定的な自主財源の確保を図る。

取組概要

〇電子納付環境の拡充により納税者等の利便性の向上を図る。

〇滞納者には電話・文書等で納付を促すとともに、個別・具体的な実情に即した効果的な滞納整理を行
　 う。

主な事業 ○固定資産評価審査委員会事務　○三重地方税管理回収機構事業　○市税収納事務　○滞納整理事務

実施時期

1 徴収率向上の取組

評価指標

効果額 (一般会計)

効果額の捉え方 徴収率が前年度実績と同率だった場合と比較した歳入増分を効果額とする。

参考

実施内容

1

徴収率 (市税)

実施
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基本方針２　未来につなぐ持続可能な行財政運営

   (3) 安定的な自主財源の確保

15 担当課 財政効果 〇

令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度

実施

令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度

目標数値 前年度実績以上 前年度実績以上 前年度実績以上 前年度実績以上 前年度実績以上

実績数値

項目番号 保険年金課

実施項目 徴収率の維持・向上

目 的 税や保険料等の負担の公正性を保つとともに、安定的な自主財源の確保を図る。

取組概要

〇電子納付環境の拡充により納税者等の利便性の向上を図る。 

〇滞納者には電話・文書等で納付を促すとともに、個別・具体的な実情に即した効果的な滞納整理
   を行う。

〇各担当課で所管する市債権の徴収を必要に応じて納税課で引き継ぐことにより、一元的・効率的
   に徴収を行う。

主な事業 -

実施時期

1 徴収率向上の取組

評価指標

効果額 (一般会計)

効果額の捉え方 徴収率が前年度実績と同率だった場合と比較した歳入増分を効果額とする。

参考

実施内容

1

徴収率 (国保、
後期)

実施
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基本方針２　未来につなぐ持続可能な行財政運営

   (3) 安定的な自主財源の確保

15 担当課 財政効果 〇

令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度

実施

令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度

目標数値 前年度実績以上 前年度実績以上 前年度実績以上 前年度実績以上 前年度実績以上

実績数値

項目番号 介護保険課

実施項目 徴収率の維持・向上

目 的 税や保険料等の負担の公正性を保つとともに、安定的な自主財源の確保を図る。

取組概要

〇電子納付環境の拡充により納税者等の利便性の向上を図る。

〇滞納者には電話・文書等で納付を促すとともに、個別・具体的な実情に即した効果的な滞納整理
　 を行う。

主な事業 〇介護保険賦課徴収事務

実施時期

1 徴収率向上の取組

評価指標

効果額 (一般会計)

効果額の捉え方 徴収率が前年度実績と同率だった場合と比較した歳入増分を効果額とする。

参考

実施内容

1

徴収率 (介護)

実施
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基本方針２　未来につなぐ持続可能な行財政運営

   (3) 安定的な自主財源の確保

15 担当課 財政効果 〇

令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和１１年度 令和12年度

令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和１１年度 令和12年度

目標数値 前年度実績以上 前年度実績以上 前年度実績以上 前年度実績以上 前年度実績以上

実績数値

目標数値 前年度実績以上 前年度実績以上 前年度実績以上 前年度実績以上 前年度実績以上

実績数値

項目番号 水道総務課

実施項目 徴収率の維持・向上、適正な債権管理

目 的 〇使用者負担の公平性を保ちつつ、安定的に事業を継続するため財源の確保を図る。

取組概要

〇収納方法について検証を行い、DX等を活用した収納環境の整備を推進する。

〇債権の種類や特性等に即した適正な債権管理と回収を行う。

〇長期又は悪質な未納者に対して給水停止処分等を実施する。

主な事業 -

実施時期

1 徴収率向上の取組

評価指標

効果額 (水道事業会計)

効果額の捉え方 徴収率が前年度実績と同率だった場合と比較した歳入増分を効果額とする。

効果額 (下水道事業会計)

効果額の捉え方 徴収率が令前年度実績と同率だった場合と比較した歳入増分を効果額とする。

参考 徴収率の基準日は、５月31日とする。

実施内容

1

徴収率 (水道料
金)

2

徴収率 (下水道
料金)

実施

14



基本方針２　未来につなぐ持続可能な行財政運営

   (3) 安定的な自主財源の確保

17 担当課 財政効果 〇

令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度

調査・検討・実施

調査・検討・実施

令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度

目標数値
前年度実績を基

に設定する
前年度実績以上 前年度実績以上 前年度実績以上 前年度実績以上

実績数値

目標数値
前年度実績を基

に設定する
前年度実績以上 前年度実績以上 前年度実績以上 前年度実績以上

実績数値

項目番号 管財課、関係各課

実施項目 市有財産の有効活用・処分

目 的
市有財産の貸付等や未利用市有地の売却等により、歳入の確保に努めるとともに、維持 管理経費の抑
制を図る。

取組概要

〇公共施設等総合管理計画に基づき、公共施設の保有状況（権利関係を含む。）を明確にし、市の保有
   土地及び施設の有効活用又は処分の検討する。 

〇未利用市有地の売却や有効活用を検討する。

〇市有財産について、民間事業者への貸付等により歳入の確保に努めるとともに、所有し続ける市有
   地の維持管理経費の抑制を図る。 

主な事業 -

実施時期

1 市有財産の有効活用

2 未利用市有地等の売払いの推進

評価指標

効果額

効果額の捉え方 民間事業者への貸付等による歳入増・歳出抑制額を効果額とする。

効果額

効果額の捉え方
未利用市有地等の売却実績額を効果額とする。ただし、売却に伴い発生する超過交付
返還金等による歳出増分を差し引く。

参考

実施内容

1

市有財産の新規
貸付等による効

果額

2

未利用市有地等
の売却実績額

調査・検討・実施

調査・検討・実施
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基本方針２　未来につなぐ持続可能な行財政運営

   (3) 安定的な自主財源の確保

18 担当課 財政効果 〇

令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度

検討・実施・検証

令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度

目標数値 2,400件 2,500件 2,600件 2,700件 2,800件

実績数値

項目番号 商工観光課

実施項目 寄附金制度の有効活用

目 的 ふるさと納税制度を活用し、市を応援していただける方からの寄附を広く募る。

取組概要
　「ふるさとを応援したい」、「ふるさとへ貢献したい」という気持ちをもつ納税者が、ふるさとと思う地
方公共団体に寄附を行った場合、個人住民税からその1割程度を上限として、寄附金額を控除する寄附
金税制で、納税された方に対し、納税額に応じた返礼品を送付する。

主な事業 〇ふるさといなべ応援事業

実施時期

1 返礼品発送件数

評価指標

効果額

効果額の捉え方
返礼品や寄附募集サイトの拡充を行うことで、返礼品の発送件数を増加させること
で、地域の産業振興を図る。

参考

実施内容

1

返礼品発送件数

返礼品の選定、寄附の受け入れ、令状等の送付
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基本方針３　効果的・効率的で安定した行政サービスの構築

　 (1) 行政サービスのデジタル化 の推進

21 担当課 財政効果 〇

令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度

令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度

目標数値 500件 550件 600件 650件 700件

実績数値

項目番号 情報課、関係各課

実施項目 行政手続のオンライン化の拡充

目 的 オンラインによる行政手続を拡充し、市民や事業者の利便性向上を図る。

取組概要

〇市民や事業者がデジタル化の恩恵を享受できるよう、受付件数が多い手続を中心に、マイナポータル
　 のぴったりサービスや民間ツールを活用した行政手続のオンライン化を積極的に進める。 

〇行政手続のオンライン化と併せ、デジタル活用に不安がある方にデジタルデバイド解消に向けた取組
   を国の事業等を活用し行う。

主な事業 -

実施時期

1 行政手続のオンライン化

評価指標

効果額

効果額の捉え方
取組によって削減された業務時間数を算出し、それに応じた人件費削減分を効果 額
とする。

参考

実施内容

1

行政手続きの
オンライン化数

検討・実施
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基本方針３　効果的・効率的で安定した行政サービスの構築

　 (1) 行政サービスのデジタル化 の推進

22 担当課 財政効果 〇

令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度

令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度

目標数値 ― ― ― ― ―

実績数値

目標数値 18,000枚 19,000枚 20,000枚 21,000枚 22,000枚

実績数値

目標数値 850件 900件 950件 １，０００件 １，１００件

実績数値

項目番号 情報課、市民課

実施項目 ICTの活用等による窓口機能の利便性の向上

目 的 窓口業務におけるマイナンバーカードの活用を促進し、行政サービスの利便性向上を図る。

取組概要

〇マイナンバーカードを活用したフロントヤード改革の調査・研究を行う。 

〇マイナンバーカードの取得促進と利便性の周知によりコンビニエンスストアでの証明書等
   の交付促進を行う。

〇事務手数料の支払いにおけるキャッシュレス決済の利用促進を行う。

主な事業 〇戸籍住民基本台帳事務

実施時期

1 フロントヤード改革の調査・研究

2 マイナンバーカードの活用促進

3 キャッシュレス決済等の促進

評価指標

効果額

効果額の捉え方
交付枚数の増加により、減少した来庁者数に応じた人件費削減分を財政 効果額とす
る。

効果額

効果額の捉え方
削減された現金収納や集計に係る業務時間数に応じた人件費削減分を財政 効果額
とする。

参考
フロントヤード改革／行政と住民のコミュニケーションやサービス提供の仕組みを根
本的に変革する取組のこと。

実施内容

1 ー

2

コンビニエンスス 
トアでの交付枚数 
(戸籍証明・住民
票・印鑑証明・戸

籍附票)

3

キャッシュレス決 
済の利用件数 

(単年度)

周知の推進   利活用に向けた調査・研究

検討・実施・検証 

周知の推進   利活用に向けた調査・研究
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基本方針３　効果的・効率的で安定した行政サービスの構築

事務事業なし

23 担当課 財政効果 〇

令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 令和１２年度

令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 令和１２年度

目標数値 ― ―
(進捗に応じて 

設定)
(進捗に応じて 

設定)
(進捗に応じて 

設定)

実績数値

項目番号 政策課、関係各課

実施項目 公民連携（ＰＰＰ/ＰＦＩ）事業の推進

目 的 民間のアイデアやノウハウを活用するなど、サービスの向上と事業コストの軽減を図る。

取組概要

〇官民連携手法の調査・研究（具体的には、民間委託、ＰＦＩ、指定管理者制度、民営化などの事業手
   法とともに、市民協働、協定など）を通し、最も効果的で効率的なサービスの担い手になり得るの
   かの検討を実施する。

〇公共施設等の設計、建設、維持管理、運営等を行政と民間が連携して行うことにより、民間の創
   意工夫等を活用し、財政資金の効率的使用や行政の効率化等を図る。

主な事業 -

実施時期

1
公民連携手法の調査・研究に基
づく対応

評価指標

効果額

効果額の捉え方 公民連携による歳入確保と経費削減の額を効果額とする。

参考

実施内容

1

公民連携事業
の数

官民連携手法の

調査・研究 調査・研究に基づく対応
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行政改革・事務事業調査シート
　項目番号 　1（資料１　P１）

令和 8年度 令和 9年度 令和 10年度

指　標　名 指標の説明・目標値の設定方針 単位 目標値 目標値 目標値

総務部　職員課 職員人事管理事務

自立した自治体経営のためには、より
良い人材の確保と、人材育成により職
員個々の能力を発揮させる人事管理
が必要である。

人材を経営資源の１つと捉え、より良
い人材を確保するとともに、人材育成
を行い一人ひとりの能力を発揮させ
る人事管理を行う。

①より良い人材を幅広く求める職員採
用試験を実施する。②職員の能力開発
や伸長を図る研修を充実させる。③職
員の意欲向上と公務能率増進を図る
ため、優れた事業や成績を収めた組織
等を表彰する。④職員のモチベーショ
ンを高め、組織全体の公務効率の向上
につなげるため、人事管理制度の運用
を強化する。

職員採用試験の実施　　
研修計画の策定、市単独研修の実施、
研修派遣
職員表彰の実施

キャリアプランのある職員率

・Ｒ８度までに「キャリアデザイン研修」
※を実施し、その後の自己申告書にお
ける「キャリアデザイン」記入者の率を
目標数値とする。
・Ｒ８度までに見直した自己申告制度に
ついて、Ｒ11度に職員アンケート実施
により検証し必要に応じて見直す。

％ -

令和８年度
実績を基
に設定す
る

前年度以
上

総務部　総務課
自治研究センター
事業

三重県地方自治研究センター運営へ
の支援が必要である。

三重県地方自治研究センター運営へ
の支援を行う。

運営経費の一部負担。 運営経費の一部負担。 三重県地方自治研究センター運営 運営経費の一部負担。 ％ 100 100 100

成果指標・活動指標の設定

担当課 事務事業名 事業実施の背景 事業目的 全体事業概要 今年度の事業内容

1

00583
テキストボックス
資料２




行政改革・事務事業調査シート
　項目番号 　7（資料１　P7～9）

令和 8年度 令和 9年度 令和 10年度

指　標　名 指標の説明・目標値の設定方針 単位 目標値 目標値 目標値

議会事務局　庶務
課

議会事務局事業

市議会は合議制の機関として、市民の
負託と信頼に応える役割と責任を負っ
ているため、活動を補助する必要があ
る。

合議制の機関として、公平かつ適正な
議論が尽くされるよう、議会の活動を
補助し市政発展を図る。

・各種研修の実施【先進地視察、機能
強化を図るための研修】
・政務活動費の交付　【30,000円
*12ヶ月*議員定数】
・いなべ市議会だよりの発行【年4回】
・インターネットによる会議録の閲覧
及び本会議の中継、録画配信
・エフエムによる本会議の録音放送

議会の活動を活性化させ、市政の発展
を図る。

政務活動費の交付

議会議員の調査研究その他の活動に
資するため必要な経費の一部として、
議会における会派に対し正確かつ適
正に政務活動費を交付する。

％ 100 100 100

議会事務局　庶務
課

議会議員報酬事務

条例に基づく議員報酬及び議員期末
手当の支給並びに市議会議員共済会
から示された負担金を納付する必要
がある。

議員報酬及び期末手当の支給並びに、
市議会議員共済会から示された負担
金を適正に納付する。

・市議会議員共済会から示された負担
金の納入
　【5月・8月・11月・2月】
・議長、副議長、議員に対して議員報酬
を支給する
　【毎月】
・議長、副議長、議員に対して期末手当
を支給する
　【6月・12月】

毎月の議員報酬、６月、12月の議員期
末手当の支給、５月、８月、11月、２月の
共済会負担金を納付する。

市議会議員共済負担金納入・議員報
酬支給

負担金の納付、議員報酬の支払いを
正確かつ確実に行う。

％ 100 100 100

企画部　情報課
情報管理体制充実
事業

日々進歩する情報技術に対して、積極
的に情報収集を行い、ＩＣＴ技術に対応
できる職員の育成が必要である。

情報管理に関する研修や新しいＩＣＴ技
術の展示会、セミナー等に参加するこ
とで、システム等の見極めができる職
員の育成を行う。

情報担当職員やシステムを導入して
いる部署の職員が情報収集や研修に
参加する。

情報技術研修への参加 研修等への参加回数
新しい技術等の知見を広げるための
研修会等への参加

回 10 10 10

企画部　情報課
基盤インフラ整備
事業

情報に対する完全性や可用性を考慮
した機器選定及びネットワーク構成の
整備が必要である。

故障や災害が発生した場合などに備
え、機器及びネットワーク構成の冗長
化を行い、復旧時間の短縮ができるよ
うな管理を実現する。

パソコン、サーバー、ネットワーク等機
器更新及び故障時の修理対応やネット
ワークの保守管理を行う。

情報機器の維持管理
ネットワークの保守管理
行政及び学校用パソコン等の機器更
新

システム保守体制整備率
システムの安定稼働を担保する運用
管理を実施

％ 100 100 100

企画部　情報課
情報処理システム
保守事業

効率的な行政の構築を目指し、高品質
な行政システムの構築及び保守管理
が必要である。

機器の故障やシステム障害が発生し
た場合に備え、復旧時間の短縮ができ
るような保守管理を実現する。

情報処理システムの安定的な稼働を
確保するため、システム運用保守を実
施し、適正な運用管理を行う。

情報処理システム保守管理 システム保守体制整備率
システムの安定稼働を担保する運用
管理を実施

％ 100 100 100

企画部　情報課
システム更新・改修
事業

効率的な行政の構築を目指し、高品質
な行政システムの構築及び保守管理
が必要である。

安心で快適な市民サービスを安定的
に提供するため、システムの構築、更
新又は改修を実施し、行政事務の効率
性及び正確性を実現する。

業務の効率化、経費削減、システムの
安定稼動等を考慮したシステム構築
等を行う。

システムの構築、更新、改修等 システムの更新、改修実施率
行政サービスを安定的に提供するた
め、実施する

％ 100 100 100

企画部　情報課
情報セキュリティ対
策事業

ウィルス感染、不正アクセス、情報漏え
い等の被害に合った場合でも、被害を
最小限に抑える対策が必要である。

安全な情報管理を行うため、セキュリ
ティ対策を強化し、行政事務の正確性
及び信頼性等を実現する。

システム及びネットワークの安定的な
稼働を確保するため、システム運用支
援、情報セキュリティ対策を実施し、適
正な運用管理を行う。

ウィルス対策システム保守管理
セキュリティソフトライセンス更新

システム保守体制整備率
システムの安定稼働を担保する運用
管理を実施

％ 100 100 100

企画部　情報課 自治体DX推進事業

国の「デジタル・ガバメント実行計画」
に基づきデジタル市役所の推進が必
要である。また、ＳＤＧｓの観点からもデ
ジタル社会の構築が必要である。

市民誰もが便利で生活の豊かさを実
感できるデジタル市役所、デジタル社
会を実現する。

各業務のシームレスなデジタル化及
び行政サービスのオンライン化に向
けた計画、立案、構築を行う。

システム及びサービスの構築等 新規サービス導入に向けた検討数
業務のデジタル化及び行政サービス
のオンライン化の実現に向けた検討
を実施

件 5 5 5

福祉部　介護保険
課

住民情報処理シス
テム保守事業

平成12年に介護保険法が施行されて
以降、市町村に介護保険事業の実施に
かかる事務処理が義務付けられた。

介護保険電算システムサポート及び
保守管理により、介護保険事務が適正
かつ迅速に行える環境を整備、維持す
る。

介護保険電算システムサポート及び
保守管理により、介護保険業務の電算
化による資格記録管理、賦課徴収業
務、給付管理業務等を適切かつ迅速に
行う。

介護保険電算システムサポート及び
保守管理により、介護保険業務の電算
化による資格記録管理、賦課徴収業
務、給付管理業務等を適切かつ迅速に
行う。

システム保守状況確認回数
システムの保守状況を確認し、委託料
を支払った回数

回 12 12 12

福祉部　介護保険
課

認定審査会情報シ
ステム保守事業

平成12年に介護保険法が施行されて
以降、市町村に介護保険事業の実施に
かかる事務処理が義務付けられた。

介護認定審査会の実施にかかる事務
の効率的かつ円滑な運用を行うため、
審査会電算システムの保守管理を行
う。

介護認定審査会の実施にかかる審査
データの一元化を行い、審査資料の作
成、一次判定・二次判定等の業務が効
率的かつ円滑に運用できるよう、審査
会電算システムの保守管理を行う。

介護認定審査会システムの機器保守
管理を行う。

システム保守状況確認回数
システムの保守状況を確認し、委託料
を支払った回数

回 12 12 12

企画部　法務課
情報公開・個人情報
保護審査会事業

情報公開条例、個人情報保護法等の
規定に基づき、実施機関の諮問に応じ
て審議を行う機関として、情報公開・
個人情報保護審査会を置く。

実施機関が審査請求を受けたときに
諮問することとなっている審査会の運
営を行う。

審査会は、いなべ市情報公開・個人情
報保護審査会設置条例に基づき、公文
書の公開の請求に対する決定及び個
人情報の開示又は訂正等の請求に対
する決定に関する審査請求があった
場合に実施機関の諮問に応じて審議
を行い、答申する。

諮問から答申までおおむね3回程度の
会議を開催し、附属機関として意見を
まとめ答申を作成し、実施機関へ送付
するとともに、一般に公表する。

諮問に対する答申の件数
審査庁からの諮問について、審査会で
審議を行い、答申する。

% 100 100 100

成果指標・活動指標の設定

担当課 事務事業名 事業実施の背景 事業目的 全体事業概要 今年度の事業内容
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行政改革・事務事業調査シート
　項目番号 　7（資料１　P7～9）

令和 8年度 令和 9年度 令和 10年度

指　標　名 指標の説明・目標値の設定方針 単位 目標値 目標値 目標値

成果指標・活動指標の設定

担当課 事務事業名 事業実施の背景 事業目的 全体事業概要 今年度の事業内容

企画部　法務課 法制執務支援事業

地方公共団体は、法令に違反してその
事務を処理してはならない。なお、市
町村及び特別区は、当該都道府県の
条例に違反してその事務を処理して
はならない。

例規制定改廃、例規集管理、文書事
務、法律相談支援及び争訟に適切に対
応する。

・市の例規集の管理を行う。
・市例規等の制定改廃時にその内容を
審査する。
・法令等の解釈に関して、調査し、意見
を述べる。
・具体的な法律上の問題について、顧
問弁護士へ照会　するなどして対応す
る。

〇例規集の管理及び法制執務研修の
法制支援業者への委託〇文書作成、
法令解釈に必要な参考図書（システム
使用を含む。）の購入〇法律顧問（弁
護士）契約

例規集システムの更新回数
例規集システムを更新し、市民及び市
職員による市例規の閲覧を可能とす
る。

回 4 4 4

企画部　法務課 文書管理支援事業

現在及び将来の市民に対する説明責
任を果たし、市政の透明性を高めると
ともに市民共有の財産である公文書
を適切に管理する必要がある。

行政文書等の適正な管理を行い、もっ
て行政事務を適正かつ効率的に運営
する。

文書の管理の方法であるファイリング
システムによって公文書の発生から廃
棄までを適切に管理する。
ファイリングシステムに関する専門的
知識を学ぶため行政文書管理アカデ
ミーへ職員を派遣する。

〇文書管理に必要なキャビネット、個
別フォルダ及び各種ラベルの購入〇
文書廃棄業務の委託〇行政文書管理
アカデミーへ職員の研修派遣

機密文書の廃棄処理の回数
文書の収受から廃棄に至るまでの過
程（整理、保管、移替え、引継ぎ、保存）
を適正に行う。

回 1 1 1

企画部　法務課
行政不服審査会事
業

行政不服審査法第81条第2項の規定
に基づき、市長の附属機関としていな
べ市行政不服審査会を置く。

審査庁が審査請求について審理員の
意見を踏まえ裁決をしようとするとき
に諮問することとなっている審査会の
運営を行う。

審査会は、行政不服審査法に基づき、
行政処分（不作為を含む。）に関する審
査請求があった場合に審査庁の諮問
に応じて審議を行い、意見をまとめ答
申する。

諮問から答申までおおむね3回程度の
会議を開催し、附属機関として意見を
まとめ答申を作成し、実施機関へ送付
するとともに、一般に公表する。

諮問に対する答申の件数
審査庁からの諮問について、審査会で
審議を行い、答申する。

% 100 100 100
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行政改革・事務事業調査シート
　項目番号 　10（資料１　P10）

令和 8年度 令和 9年度 令和 10年度

指　標　名 指標の説明・目標値の設定方針 単位 目標値 目標値 目標値

総務部　管財課 公用車管理事業
総括的管理により、保有する車を効率
的に利用する必要がある。

保有する車を効率的に利用するため
総括的管理を行う

・共用車の維持管理（車検・修理等）
・自動車損害共済の加入
・交通安全管理者の配置

公用車の自動車損害共済への加入
共用車の維持管理（車検・修理等）

共用車稼働率 共用車使用日数／開庁日数 ％ 93 94 95

総務部　管財課 公用車購入事業
公用車買替計画に基づき車両の更新
を行う。

公用車買替計画に基づき車両の更新
を行う。

共用車の車両状況を把握し、適切に車
両更新を行う。更新の際は、地球温暖
化対策のため、環境配慮型車両を購入
する。

公用車買替計画に基づき車両の更新
を行う。

共用車数

安全な運行を確保するため、老朽化し
た車両の更新を行う。また環境配慮型
車両の導入により、Ｃｏ２排出削減及び
燃料費の削減を図る。

台 41 41 41

福祉部　介護保険
課

公用車管理事業
要介護認定にかかる訪問調査を円滑
かつ効率的に実施するため、専用車両
を担当課で管理する必要がある。

要介護認定にかかる訪問調査の専用
車両を単独（担当課）で管理し、訪問調
査業務を円滑かつ効率的に実施する。

要介護認定にかかる訪問調査を円滑
かつ効率的に実施するため、専用車両
を単独（担当課）で管理し、遅滞なく自
宅訪問や施設訪問等を行う。

要介護認定にかかる訪問調査のため
の専用車両を単独（担当課）で管理す
る。

整備回数
専用車両の車検整備及び故障等にか
かる修繕回数

回 2 2 2

成果指標・活動指標の設定

担当課 事務事業名 事業実施の背景 事業目的 全体事業概要 今年度の事業内容
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行政改革・事務事業調査シート
　項目番号 　15（資料１　P11～14）

令和 8年度 令和 9年度 令和 10年度

指　標　名 指標の説明・目標値の設定方針 単位 目標値 目標値 目標値

総務部　納税課
固定資産評価審査
委員会事務

　固定資産税課税価格に関する納税
者の疑念を晴らす必要がある。

　固定資産税課税価格が適正か、第三
者委員会の審査により、固定資産税に
関する信頼を確保する。

　固定資産課税台帳の登録価格につ
いて不服がある場合、その賦課決定が
あったことを知った日の翌日から起算
して３ヶ月以内に固定資産評価審査委
員会に対して審査の申し出ができる。
審査の申し出があった場合、審査を依
頼し、却下・棄却・認容の決定を仰ぐ。

不服申し立てに応じて固定資産評価
審査委員会を開催する。

審査申し立てに対する未処理件数
審査の申出に対し、適正な審査を行
う。

件 0 0 0

総務部　納税課
三重地方税管理回
収機構事業

　県内市町の滞納整理においては、差
押処分をしている団体・していない団
体が混在し、このような状況を放置す
ると、税に対する信頼が損なわれる。

　県内市町及び県が連携し、広域的な
徴収体制をつくり、滞納額を縮減・徴
収体制の強化を図る。

　県内市町職員及び県職員が市町民
税・個人県民税について、関係市町か
ら引き受けた事案に対する滞納処分
を行うために地方自治法第284条第2
項に基づいて設立した｢三重地方税管
理回収機構」に対して負担金を支払
う。

　滞納処分及び徴収のノウハウを習得
する。

適正に支払った割合

一部事務組合を運営していくため、構
成自治体として負担金を支払い同文
議決議案等の上程を行う事業である
から、負担金を適正に支払うことが必
要とされる。負担金額については、回
収機構において決定される。

－ 1 1 1

総務部　納税課 市税収納事務
平日、休日に関係なく、また１日２４時
間いつでも納付できる環境づくりが必
要となった。

納税環境を充実させることにより、収
納率の向上を図る。

・広報誌、ホームページ等により市税
納期限を周知　　させる。　
・口座振替納税の推進を図る。　　　　　　　　　
・コンビニ収納、スマホ決済による収
納を行う。　
・市税証明書のコンビニ交付を行う。

口座振替納税、コンビニ収納、スマホ
決済及びコンビニでの市税証明書の
発行を行う。

収納率 現年度の賦課に対する収納割合 －
前年度実
績以上

前年度実
績以上

前年度実
績以上

総務部　納税課 滞納整理事務

滞納者の増加は納税者の地方税に対
する不公平感を増大させ、地方行政へ
の信頼を著しく損ねることが懸念され
ていた。

市税等の市民負担の公平性、及び自
主財源を確保するため、公平な徴収に
よって収入未済額を圧縮し、収納率の
向上を図る。

諸事情により納税が困難な方には、分
割納付、納税の猶予などの納税相談を
行う。税を納付する能力がありながら
納付しない滞納者に対しては、｢公平
負担の原則｣に立ち、債権、不動産、無
体財産など法律に基づいた厳格な差
押えを実施する。

納付催告を行い、それでも納付されな
い滞納者については財産調査を実施
し、預貯金、給与、保険、不動産の差押
えなどの滞納処分を行う。

徴収率 滞納繰越分に対する徴収割合 －
前年度実
績以上

前年度実
績以上

前年度実
績以上

福祉部　介護保険
課

介護保険賦課徴収
事務

介護保険制度を安定的に運営してい
くためには、被保険者の資格得喪管理
を的確に行い、制度の財源である介護
保険料を確実に確保する必要がある。

介護保険料の賦課、徴収を適正に行
い、安定した介護保険制度の財源確保
することで、継続可能な制度運営体制
を整える。

第1号被保険者の資格得喪管理を的
確に行い、所得段階に応じた介護保険
料を賦課徴収することで、健全で安定
的な介護保険制度の運営を継続する。
介護保険料の徴収方法については、特
別徴収と普通徴収の2種類がある。

いなべ市介護保険条例に基づき、第1
号被保険者の介護保険料を賦課し、徴
収する。

保険料徴収率 保険料徴収率 ％
前年度実
績以上

前年度実
績以上

前年度実
績以上

成果指標・活動指標の設定

担当課 事務事業名 事業実施の背景 事業目的 全体事業概要 今年度の事業内容
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行政改革・事務事業調査シート
　項目番号 　18（資料１　P16）

令和 8年度 令和 9年度 令和 10年度

指　標　名 指標の説明・目標値の設定方針 単位 目標値 目標値 目標値

農林商工部　商工
観光課

ふるさといなべ応
援事業

　ふるさと納税制度を活用し、市を応
援していただける方からの寄附を広く
募り、市の活性化を行う必要がある。

　ふるさと納税制度を活用し、市を応
援していただける方からの寄附を広く
募る。

　「ふるさとを応援したい」、「ふるさと
へ貢献したい」という気持ちをもつ納
税者が、ふるさとと思う地方公共団体
に寄附を行った場合、個人住民税から
その1割程度を上限として、寄附金額
を控除する寄附金税制で、納税された
方に対し、納税額に応じた返礼品をお
送りする。

・ふるさと納税返礼品の選定事務
・ふるさと納税寄附受入事務
・寄附者への礼状等の送付

返礼品発送件数
返礼品や寄附募集サイトの拡充を行う
ことで、返礼品の発送件数を増加させ
ることで、地域の産業振興を図る。

件 2,400 2,500 2,600

成果指標・活動指標の設定

担当課 事務事業名 事業実施の背景 事業目的 全体事業概要 今年度の事業内容
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行政改革・事務事業調査シート
　項目番号 　22（資料１　P18）

令和 8年度 令和 9年度 令和 10年度

指　標　名 指標の説明・目標値の設定方針 単位 目標値 目標値 目標値

市民部　市民課
戸籍住民基本台帳
事務

住民基本台帳の閲覧や住民票の写し
の交付などにより、住民の居住関係を
公証するために台帳を適正に管理す
る必要がある。

住民の居住・身分関係の公証及び住
民に関する記録の管理を行う。

・戸籍、住民票、印鑑登録等の各種証
明書交付
・戸籍届出書等の審査から戸籍の記載
及び適正な管理
・戸籍届出に伴う住民基本台帳の記録
と編成
・住基異動に関する住民基本台帳の適
切な管理
・印鑑登録に関する適切な管理

・戸籍、住民票、印鑑登録等の各種証
明書交付
・各種届出の適正な事務処理及び管理

コンビニエンスストアでの証明書交付
枚数(戸籍証明・住民票・印鑑証明・戸
籍附票）

コンビニ交付での証明書発行枚数の
増加が市民の利便性の向上と市役所
への来庁者数の減少につながり、それ
によって削減された業務時間数が人
件費削減の財政効果となる。

枚 18,000 19,000 20,000

成果指標・活動指標の設定

担当課 事務事業名 事業実施の背景 事業目的 全体事業概要 今年度の事業内容
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１．いなべ市公共施設統廃合に関する答申(平成 21 年 9月)とその進捗状況 

 

　いなべ市では、いなべ市行政改革推進委員会が平成 21 年 9 月に策定した「いなべ市公共

施設統廃合に関する答申」（平成 21 年 9 月）に基づき、合併により保有することとなった複

数の重複・類似する公共建築物の統廃合に向けた取組を行ってきました。 

　いなべ市公共施設等総合管理計画は、これらの考え方を整理し、今後の財政状況や人口動

態を踏まえ、本市の公共施設等全体を適切に維持管理、更新していくための基本的な方針

を策定したものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　本計画の公共施設マネジメントにおける当初の指針である「いなべ市公共施設統廃合に

関する答申」（平成 21 年 9 月）で示された検討結果について、進捗状況は次頁となっていま

す。 
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「いなべ市公共施設統廃合に関する答申」(H21.9)で示された検討結果一覧と進捗 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【結果】　当初の検討結果通り　統廃合できた施設は　　　　　 　　　０／　４ 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　民間委託できた施設は　　　　　　　０／　１ 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　廃止（休止を含む）できた施設は　７／１４ 

進捗(R7.4 月)

移転、休止(R7 解体予定)
藤原文化センターと統合
譲渡
休止

統廃合せず維持

丹生川上児童館

解体

廃止

自治会譲渡

休止

解体、いなべ温水プールへ

廃止
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利用休止・用途廃止(譲渡・賃貸を含む)となった実績(予定も含む) 

 施設名 利用休止又は廃止の年月 経緯・理由等

 

ふじわら社会福祉センター 用途廃止 令和 3 年 8 月

社会福祉協議会のサーバー室が撤

去され、放課後児童クラブと暮らしの

保健室として使用。

 
十社保育所 用途廃止 平成 28 年 4 月

保育園が統合されたため。 

民間企業に貸付け。

 
熟人荘 用途廃止 平成 21 年１１月 民間企業に貸付け。

 
笠間第一保育園 用途廃止 平成 25 年 4 月

保育園が統合されたため。 

社会福祉法人へ貸付け。

 
ふじわら作業所 用途廃止 平成 29 年 8 月

令和 5 年 3 月、非営利活動法人へ譲

渡。

 
十社幼稚園 用途廃止 平成 20 年 3 月

令和 5 年 7 月、放課後児童クラブと

して使用。

 
立田小学校　校舎 用途廃止 平成 29 年 3 月 地元自治会へ貸付け。

 
中里小学校 用途廃止 平成 29 年 3 月 郷土資料館等として活用。

 
白瀬小学校　校舎 用途廃止 平成 29 年 3 月 民間企業に建物譲渡。

 
東藤原小学校 用途廃止 平成 29 年 3 月 学校法人に建物譲渡。

 
員弁健康センター 用途廃止　令和 6 年 1 月 民間企業へ建物譲渡。

 
郷土資料館(大安) 用途廃止 令和 5 年 4 月

旧中里小学校校舎へ移転。 

消防団詰所建設により解体予定。

 
十社小学校プール 用途廃止 令和 5 年 7 月 令和 5 年度に解体済。

 
治田小学校プール 利用休止 令和 5 年 7 月 令和 8 年度に解体予定。

 
阿下喜小学校プール 利用休止 令和 5 年 7 月 令和 8 年度に解体予定。

 
山郷小学校プール 用途廃止 令和 5 年 7 月 令和 6 年度に解体済。

 
三里小学校プール 利用休止 令和 5 年 7 月 令和 8 年度に解体予定。

 
丹生川小学校プール 利用休止 令和 5 年 7 月 令和 7 年度に解体予定。
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２．公共建築物の現状 

 

　(1)公共建築物の保有状況 

本市では、延床面積 23.4 万㎡の公共建築物を保有しており、延床面積全体のうち、学

校教育系施設が 40.2%、行政系施設が 14.9%、ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設が 10.3％を占め

ています。 

年度別の整備状況をみると、築 30 年以上経過した施設が延床面積全体の 38.9％を占

めています。また、1970 年代から 1990 年代前半の 21 年間と合併前後の 6 年間に施

設整備のピーク時期があることから、今後、これらの施設の大規模改修や建替え時期が集

中することが想定されます。 

 

 

 
北勢東部林業会館 用途廃止　令和 5 年１１月 地元自治会に建物譲渡。

 
北勢福祉センター 用途廃止　令和 5 年 3 月

本庁の保健センター棟へ集約化した

ため。解体済。  
大安老人福祉センター 用途廃止　平成 5 年 3 月

 
北勢谷坂住宅 用途廃止　令和 5 年１２月

老朽化が進み、入居者が 0 となった

ため。

 
たんぽぽ作業所 用途廃止　令和 4 年 10 月 社会福祉協議会に建物譲渡。

 
ほくせい保育園 用途廃止　令和 7 年 4 月 社会福祉協議会へ建物譲渡。

 コミュニティ消防センター 

（下野尻）

用途廃止予定　令和 8 年度
藤原庁舎解体後に新設する詰所に統

合するため。

 コミュニティ消防センター 

（古田）

 コミュニティ消防センター 

（坂本）

 コミュニティ消防センター 

（市場）

 コミュニティ消防センター 

（長尾）

 
藤原庁舎 用途廃止予定　令和 7 年度 消防団詰所建設により解体予定。
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公共建築物の類型ごとの保有状況　※令和 3（2021）年 3 月末時点 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※その他施設には、駅関連施設、普通財産等の施設が含まれています。また、公園及び下水道の建築物 
は、インフラ施設として区分していることから除外しています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

公共建築物の年度別整備状況(総延床面積)　※令和 3（2021）年 3 月末時点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公共建築物の類型
延床面積
（㎡）

構成比
（％）

行政系施設 34,857 14.9

市民文化会館 14,844 6.3

社会教育施設 2,094 0.9

ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 24,086 10.3

学校教育施設 94,298 40.2

子育て支援施設 16,761 7.2

保健・福祉施設 19,048 8.1

公営住宅 4,836 2.1

供給処理施設 4,505 1.9

産業系施設 6,855 2.9

その他施設 12,113 5.2

合計 234,298 100.0
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　(2)公共建築物の維持管理・更新等に係る中長期的な経費の見込み 

 

日常修繕と大規模改修（長寿命化改修）を予防保全の考え方により周期的に実施する

ことで、物理的にも機能的にも長寿命化を図ることとして試算すると、令和 4 年から令和

42 年までの 39 年間で維持管理・更新等に係る中長期的な経費は 519 億円で、年平均

換算で 13.3 億円となります。 

 

公共建築物の維持管理・更新等に係る中長期的な経費の見込み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【日常修繕の考え方】 

日常修繕は、建物を良好に維持するために実施するものとし、費用を計上します。 

日常修繕に係る費用は、公共施設（建物）の更新費の 10％とします。 

 

【大規模改修の考え方】 

大規模改修については、長寿命化（予防保全型）の管理において、建物の構造ごと 

に設定した耐用年数の半分を経過した時点で実施するものとし、費用を計上します。 

また、非木造で 30 年以内、木造で 15 年以内に建替え時期がくるものについては、

大規模改修を実施せず、建替えを行うこととします。大規模改修に係る費用は、公共

施設（建物）の更新費の 25％とします。 

 

【建替えの考え方】 

建物の構造ごとに長寿命化を考慮した耐用年数が来たタイミングで建替えを実施 

するものとし、費用を計上します。 
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３．公共建築物を取り巻く課題 

 

　(1)今後、想定される課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　(2)施設所管課ヒアリングによる個別課題 

Ø 維持費がかかるため統廃合を進めたいが、個々のスポーツ施設においては、それぞれ

に強く根付いたスポーツ団体とその関係者がいて、その団体への配慮を重んじる傾

向にある。 

Ø 蛍光灯の生産中止になるため、ＬＥＤ照明へ交換しなければいけないが、施設数が多く

多額の費用がかかるため、まだ大部分が実行できていない。 

Ø 大規模、長寿命化の改修計画を立てているが、将来に予算が確保できるか不透明。 

Ø 事業によっては定められた施設の定員があり、短期的に超過する場合、代替の公共施

設もしくは公共スペースが見つからないため、調整に苦慮する。 

Ø 統廃合を進めるには、将来を見据えた大局的な財政感覚・経営感覚を持って進めたい

ところだが、実態は多岐にわたる部署が、個々で施設を管理・運営しているため、統一

的な動きが取れない。また部署が個々で判断するので、思い切った判断ができない。 

 


